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第1章 平成 29 年度水道国際協力検討事業実施方針 
 

1－1 調査内容 
 

１）昨年度までの取組 

 

我が国の ODA(政府開発援助)はアジア諸国に対する戦後賠償から始まり、国内外の批判

を受けながら変遷を重ね、世界情勢や経済状況の変化に応じて対応をしてきた。水道分野に

おいては、ごく初期の活動は水道施設建設への直接的な協力が中心であったが、施設整備だ

けでは支援効果が限られる点に注目し、人的資源の育成を重視する方向を打ち出したこと

で成果をあげるなどの取り組みも行ってきている。近年では、事業経営の基盤たる財務体質

の強化、段階的整備計画の策定、適切な運営など、事業経営面への支援を展開するようにな

ってきている。 

厚生労働省は、本事業により設置された水道国際協力検討委員会を通じて、いわゆるソフ

ト面での支援に焦点をあてた調査と提言を継続的に行ってきているが、調査すべき内容の

洗い出しが 2006 年度(平成 18 年度)に実施された国際協力事業評価検討会(水道分野)報告書

において行われた。ここでは、国際協力を担う人材の育成と、総合援助手法の実現のための

取組の 2 つの側面から取り組むべき活動について提言している。その後、継続的に研修の

有効性や実施体制、受け入れ機関整備等の改善策を提言してきている。近年では、2012 年

度(平成 24 年度)調査において水道事業計画策定・実施に係る支援のあり方について検討を

行い、脆弱な財政基盤の強化に向けた水道事業全体の運営管理に対する支援や、国や地域の

現状に見合った段階的整備・計画策定のため施設面と資金面の両面からの検討が必要であ

ることを示した。2013年度(平成 25年度)調査では、主に財務面での情報収集と分析を行い、

水道事業経営改善に係る支援のあり方として、料金収入の拡大方策、オペレーションの効率

化によるコスト削減策、外部資金の活用策等の方策をとりまとめた。2014 年度(平成 26 年

度)調査では、水道事業経営支援の前提条件となる各国の経営環境の分析手法を検討し、ガ

バナンス、人事システム、財政基盤の 3 つの側面からこれを把握し、支援に適用していく方

法を示した。2015 年度(平成 27 年度)調査では、我が国の水道分野の国際協力活動の経緯を

整理するとともに、成果の国内外への発信の方法、広報のあり方についての提言をとりまと

めている。 

昨年度調査においては、ここ 10 年の水道分野の国際協力の実施環境や開発目標の変化を

整理するとともに、この期間において我国が継続的に水道分野の国際協力を行ってきた国

の実情等も調査した。更に、これらの施策がどのように推進されているかを確認したうえで、

今後、国際協力をさらに促進していくために課題の優先度を国際協力の「重点施策」、「重

点地域」、「人材の確保」及び「国際協力活動の評価方法」の切り口で検討し、次図のとお

り整理された。更には、本年度以降に詳しく対応策を検討していくためのロードマップが作

成されたところである。 
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図 1.1 国際協力を検討する際の切り口 

出所：平成 28 年度水道分野の国際協力検討事業 報告書 

 

２）テーマ設定の経緯 

 

我が国政府は、2015 年(平成 27 年)2 月に ODA 大綱を見直し、ODA(政府開発援助)の理

念や基本原則等をとりまとめ、開発協力大綱として決定した。この大綱では、政府が実施す

る ODA だけでなく、地方自治体、民間企業、非政府組織(NGO)などの多様な主体との幅広

い連携の重要性を強調している。また、重点課題の一つとして開発途上国の自立的発展をか

かげ、ハード面のみならず、運営管理、人材、制度等のソフト面の支援を総合的に行うこと

が掲げられている。水道分野の国際協力についても、開発協力大綱の視点で推進していく必

要がある。 

また、2015 年(平成 27 年)9 月、国連の場において、ミレニアム開発目標(MDGs)の後継

となる国際的な開発目標として、持続可能な開発目標(SDGs)が採択されている。SDGs は

途上国に限らず先進国も含めた全ての国の目標設定、対象分野やターゲットの拡大、国連主

導から議論によるプロセス管理の重視等を掲げており、様々な点で MDGs よりも発展的な

取組みとなっている。特に、水と衛生分野に関しては水質や入手可能性、飲料水を得るため

に要する時間等のサービス水準を考慮に入れたモニタリングが検討されていることや、水
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利用の効率化が新たにターゲットに含まれている。これは、我が国の水道分野の国際協力が

常に意識してきた水質の向上、経営管理や漏水削減等の活動とも一致する取組みであると

いえる。 

SDGs は、これからの水道分野の国際協力を方向づける土台となるが、同時に、我が国が

長きにわたって取り組んできた国際協力の成果を示し、あわせて、開発協力大綱等で示され

たように開発途上国の自立的発展のための活動の必要性を国際社会に発信していく契機と

なり得る。また、これから SDGs の到達を目指して進めていく事業を実効あるものとする

ためにも、SDGs 開始時点、すなわち MDGs 達成時点である現在の状況を把握するととも

に、今後どのような指標で国際協力活動の成果をモニタリングしていくべきかを明確にし

ておく必要がある。 

そこで、本年度の調査では昨年度調査に基づき、国際協力の人材の確保、国際協力の重点

地域、国際協力の重点施策、および国際協力活動の評価方法の視点から、昨年度調査で整理

された課題や方向性を深掘りしていく形とし、今後、我が国の水道分野の国際協力活動をど

のようにしていくべきかを中心に提案する。 

 

３）本年度の調査方針 

 

本年度の水道国際協力検討委員会では、SDGs の視点や国際協力大綱の内容を受けて、昨

年度の調査において整理された切り口を軸に深掘りしていく形とする。そのため、国際協力

の「重点施策」について「重点地域」ごとに現状を整理、課題を抽出、整理する。なお、重

点施策は昨年度調査で抽出された「無収水対策」、「水質管理」、「経営改善」等の 8 項目

を念頭に置き、本調査を通じて検討が必要と考えられる項目が抽出された場合は新たに検

討する。 

重点地域として昨年度調査ではアジアおよびアフリカ地域があげられている。日本政府

の方針としても、アフリカに対する支援に重点が置かれており、水と衛生の状況からも、開

発目標未達地域が集中しているアフリカへの協力は今後ますます重要となっていくものと

考えられる。一方で、我が国にとってアフリカはアジア地域のような深い関係構築にはまだ

道半ばであり、入手可能な情報も限られている。そこで、本年度調査では、アフリカから訪

問先を選定し、アジア地域との比較も念頭におきながら、地域の特徴について情報収集や整

理を行う。 

この結果を踏まえ、これまで我が国により行われてきた水道分野における国際協力事業

の実施を通じて得られた教訓を踏まえた上で、今後どのような方針で重点施策への対応を

進めていくべきかについて検討する。 
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1－2 調査体制 
 

１）委員会の構成 

 

本調査は 1 年間の期間で、評価委員会を設置して 3 回の委員会の審議により調査結果を

作成した。2017 年度(平成 29 年度)の検討委員会の構成員、及び委員会開催日程は以下のと

おりである。 

 

(検討委員会 委員、敬称略)  

北脇 秀敏 東洋大学 副学長 国際学部 教授 

草野 陽樹 東京都水道局 総務部 国際施策推進担当課長 

○国包 章一 元 静岡県立大学環境科学研究所 教授 

下ヶ橋 雅樹 国立保健医療科学院 生活環境研究部 水管理研究領域 上席主任研究官 

園田 圭佑 さいたま市水道局 業務部 経営企画課 主任  

竹田 大悟 北九州市上下水道局 海外・広域事業部 海外事業課 海外事業担当係長 

中村 大介 横浜市水道局 国際事業課担当係長(国際担当) 

松本 重行 独立行政法人 国際協力機構 地球環境部次長 兼 水資源グループ長 

三竹 育男 公益社団法人 日本水道協会 研修国際部 国際課 シニア国際専門監 

森本 達男 一般社団法人 日本水道工業団体連合会 上級アドバイザー 

 パシフィックコンサルタンツ株式会社 国際事業本部 防災・水プロジ

ェクト部長 

(○：委員長) 

 

(事務局) 

梶原 徹 厚生労働省 大臣官房国際課 国際保健・協力室 室長 

角 朋之 厚生労働省 大臣官房国際課 国際保健・協力室 開発協力第一係長 

牛尾 亮太 厚生労働省 大臣官房国際課 国際保健・協力室 主査 

山口 岳夫 公益社団法人 国際厚生事業団 技術参与 

新井 沙織 公益社団法人 国際厚生事業団 事業部 

 

２）委員会の開催と日程 

 

2017 年度(平成 29 年度)は 3 回の検討委員会を開催する。各委員会の開催日は下記のとお

りである。 

 

 第 1 回委員会 2017 年(平成 29 年) 10 月 3 日(火) 

 第 2 回委員会 2017 年(平成 29 年)  1 月 10 日(水) 

 第 3 回委員会 2018 年(平成 30 年)  3 月 5 日(月) 
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(国内調査) 

 

 2017 年(平成 29 年)9 月～2018 年(平成 30 年)3 月 

 

(海外調査) 

 

 2017 年(平成 29 年)12 月 9 日～12 月 16 日 
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第2章 水道分野の国際協力における政策目標 
 

2－1 日本政府の政策  
 

 ここでは、主に我が国の政府レベルでの国際協力の方針を検討するうえでその基盤とな

る政策目標について整理する。 

 

１）開発協力大綱 

 

我が国の ODA は 2014 年に 60 周年の節目を迎え、政府は、2015 年(平成 27 年)に ODA

の理念や基本原則等を定めたそれまでの「ODA 大綱」を見直し、「開発協力大綱」と名前

を改めて策定・公表した。このなかで、重点課題の一つとして開発途上国の自立的発展をめ

ざし、ハード面のみならず、運営管理、人材、制度等のソフト面の支援を総合的に行うこと

が謳われている。このうち水道関連としては「ア 「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲

滅」において「人々の基礎的生活を支える人間中心の開発を推進するために必要な支援を行

う」方針が示され、その対象の一つに「安全な水・衛生」が挙げられている。また、ODA の

対象地域としては、開発協力大綱の中でアジア地域との連携推進がまず挙げられているが、

続いてアフリカ地域に対する官民一体となった支援も位置付けられている。 

	

２）経協インフラ戦略会議とインフラシステム輸出戦略	

	

政府はインフラ整備を通じた国際協力に対して、2013 年より開催されている経協インフ

ラ戦略会議、インフラシステム輸出戦略の策定し、幅広いパートナーシップに基づくジャパ

ンブランドの浸透を目指している。 

開発協力大綱の最新版の平成 29 年度改訂版の中では、首脳会談や国際会議を通じた、質

の高いインフラ投資の国際的な定着を目指すとしており、このうち水道分野に関しては引

き続き相手国政府や水道事業体等の関係者に対し、①水道セミナーの開催や②課題に対す

る解決策の提示等を実施していくこととしている。 

経協インフラ戦略会議は、我が国企業によるインフラシステムの海外展開や、エネルギ

ー・鉱物資源の海外権益確保の支援、我が国の海外経済協力(経協)に関する重要事項が議論

され、戦略的かつ効率的な実施を図るため開催される。平成 25 年 5 月に策定したインフラ

システム輸出戦略では、「2020 年に約 30 兆円(2010 年約 10 兆円)のインフラシステムの受

注(事業投資による収入額等を含む)」を成果目標として設定しているおり、水分野に関して

も本邦企業の受注に繋がるような支援を検討していくことが求められている。 

	

３）ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)	

	

UHC とは「すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを、

支払い可能な費用で受けられる」ことを意味し、すべての人が経済的な困難を伴うことなく

保健医療サービスを享受することを目指している。日本政府は 2015 年 9 月に発表した「平

和と健康のための基本方針」の中で UHC の達成を政策目標や基本方針として掲げている。 
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その基本方針の一つとして「保健分野への支援を通じた質の高い成長と貧困撲滅への貢

献」を取りあげており、その中で，栄養改善や水・衛生分野など直接疾病予防につながる支

援についても言及されている1)。 

 

４）アフリカ開発会議(TICAD) 

 

特にアフリカに対する協力姿勢を明確に打ち出す取組にアフリカ開発会議 (Tokyo 

International Conference on African Development: TICAD)がある。TICAD の前文には、

我が国がこれからアフリカへの関与を強めていくべき理由が示されている。 

 

 

アフリカは現在も深刻な貧困、紛争、難民、感染症等の課題を抱えており、国際社会の

大きな懸念事項となっている。アフリカの抱える問題は、国際社会全体として取り組むべ

き課題となっており、日本としても国際社会の一員として積極的に課題に取り組む必要

がある。また、アフリカは資源の宝庫であるとともに潜在的市場として重要である。レア

メタルや石油等、日本にとって重要な資源を多く有しており、日本国民の豊かな生活・日

本経済の成長に資するこれらの資源の安定的な輸入のためには、アフリカにおける平和

の定着のための支援を行うことが必要であると同時に、友好的な日・アフリカ関係を維持

していくことが求められる。 

 

 

2013 年 6 月に開催された第 5 回アフリカ開発会議(TICAD V)では、向こう 5 年間に約

1,000 万人に対して、安全な飲料水や基本的な衛生施設へのアクセスを確保するための支援

を継続するととともに、1,750 人の都市水道技術者の人材育成等の支援をそれぞれ実施する

ことが発表され、これが水道及び衛生分野での具体的な数値目標として位置づけられてい

る。 

2016 年に開催された第 6 回会議は初めてのアフリカ開催となり、ケニアのナイロビにて

アフリカ諸国、開発パートナー諸国、国際機関及び地域機関代表者及び、民間セクター、

NGO、市民社会等の代表者が約 11,000 名参加して実施された。資源価格の下落、エボラ出

血熱の流行、暴力的過激主義の頻発など負の要素を克服するために、経済・産業の多角化を

通じた経済構造改革の促進、質の高い生活のための保健システム促進、繁栄のための社会安

定化促進を 3 本柱としたナイロビ実施計画が宣言された2)。これら日本の取組みはアフリカ

諸国をはじめとする諸外国、開発パートナーより高い評価を得ている。 

 なお、次回の TICAD VII については 2019年に横浜市で開催される予定である。横浜市

は1973年以来、途上国への専門家派遣に協力する等、長く国際協力に係わってきているが、

アフリカについては、昭和 52(1977)年にケニアへ派遣したのを皮切りにして、エジプト、

ガーナ、タンザニア、ガンビア、セネガル、マリ、ジンバブエ、マラウイ、南アフリカ共和

                                                  
1)平和と健康のための基本方針 外務省 HP(www.mofa.go.jp/mofaj/files/000099126.pdf) 
2)外務省 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/index.html) 
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国等、多くの国へ専門家を派遣している。また、横浜市で開催された 2008 年の TICAD IV

を契機として毎年アフリカから多くの研修生を受け入れる等、アフリカへの支援を積極的

に行っている。	

	

５）水道分野における国際協力の方針	

	

平成 16 年、厚生労働省は今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処するた

めの具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示する水道ビジョンを公表した。水道

ビジョンは、目標達成のための 5 つ施策を掲げており、その一つとして「国際協力等を通じ

た水道分野の国際貢献」が明記されたことは、その後の水道事業体の国際展開を大きく後押

しすることとなった。その後平成 20 年のレビューの際においても、開発途上国に対する開

発援助のための人材確保・育成のため、水道事業者等間及び民間との連携の重要性が指摘さ

れている。	

現行の新水道ビジョンは平成 25 年に公表され、我が国の水道産業の国際展開の推進への

寄与、水道事業者の職員の資質向上等、持続の確保という観点から、引き続き積極的に国際

的な取り組みを推進することが記載されている。	

一方、各水道事業体も様々な活動に参加しているが、その方針は自治体ごとに大きく異な

る。アフリカ関連でみると、たとえば、横浜市はアフリカ議員連盟が組織されているなどア

フリカに一番近い都市を標榜してとして市をあげて積極的に活動している。一方、東京都は

水道局の監理団体である東京水道サービス株式会社(TSS)からケニアへ職員を派遣するよ

うな形をとっている。北九州市は地元企業の進出支援を重視しており、進出の可能性が判断

の指標となっている。	

 
2－2 国際的な動き 

 

１）国際的な開発協力の流れ 

 

水道分野における日本の国際協力は、当初の戦後賠償の一環としての準賠償によるハー

ドの整備から人材育成や制度整備を含めた包括的なものと変遷していったが、国際的な開

発の流れも変遷を重ねている。 

1980 年代に構造調整による開発手法が採用されたが、1990 年代に貧困対策を重視する

風潮が強まり、1999 年、世界銀行・国際通貨基金(IMF)の主導により、貧困削減戦略文書

(Poverty Reduction Strategy Paper :PRSP)の策定が合意された。債務削減及び国際開発協

会(IDA)からの資金供与の条件として PRSP の策定が義務付けされ、援助国や国際機関は

PRSP に沿った支援を行う事が望まれる形となった。 

上記のような貧困削減への取り組みの中で、2000 年 9 月にニューヨークで開催された国

連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基に開発分野における国際社

会共通の目標としてミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)がまと

められた。水分野については達成期限である 2015 年までに「安全な飲料水と基礎的な衛生

施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する」という目標が掲げられたが、飲料水に
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ついては 2010 年の段階で目標は達成済みとなっている。 

 

２）MDGs から SDGs へ 

 

MDGs 目標年次である 2015 年の到来を受け、国際社会の焦点はポスト MDGs へと移行

し、2015 年 9 月、国連サミットにて 2016 年から 2030 年までの国際目標である「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ：SDGs」が策定された。 

SDGs の 17 の目標(Goal)のうち、水に関連するものは目標 6「すべての人々の水と衛生

施設への利用可能性と持続可能な管理を確保する(Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all)」として設定されている。また目標 3「あら

ゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する(Ensure healthy lives 

and promote well-being for all at all ages)」においても水系感染症及び水質汚染に係るタ

ーゲットが設定されている。 

 

2－3 水分野の現状と今後の方向性 
 

１）SDGs の視点からの水分野の現状 

 

MDGs において水供給は環境に関するゴールに含まれたターゲットの一つであったが、

SDGs においては独立した一つのゴールとして扱われており、飲料水供給・衛生に限らず排

水管理、水資源管理、生態系保全に関するターゲットも含まれている。また、安全・支払い

可能な価格の飲料水の供給、効率的な水利用と持続的な取水・淡水供給の確保等といった、

質・量に関わる視点も加えられている。 

水分野に関しては、すでに 2010 年の段階で国連ミレニアム開発目標(MDGs)、すなわち

1990 年を起点として「2015 年までに、安全な飲料水を継続的に利用できない人々の割合を

半減する」という目標は達成済みとされていた。また、これは主に農村部で改良された飲料

水源の普及が進んだ結果とされている。改善された水源へのアクセス率を図 2.1 に示す。青

色が濃いほど「改良された水源」の利用率が高く、黄、橙色と利用率が下がっている事を示

している。図から、アフリカ諸国においては改良された水源の利用率が全体的に低く、次い

で大洋州、アジアの内陸国、中南米に点在している事がわかる。 

ただし、後述するように、SDGs では水供給や衛生の「サービスの質の向上を考慮」につ

いてモニタリングしていく方向であるが、この視点でみると、「改良された水源」の利用率

が高い地域においてもまだまだ改善の必要が大きいことが認識されている。 
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出典：Progress on Sanitation and Drinking Water, 2015 update and MDG assessment 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Program 

図 2.1 各国において総人口に対して「改良された水源」を使用している人口の割合 

 

 

２）SDG 目標 6(水と衛生関係)の評価指標とモニタリング体制 

SDGs 全体のモニタリングを推進する Inter-Agency and Expert Group on SDG(IAEG-

SDG)は、2017 年 5 月にすべての項目について項目・指標毎の議論やモニタリング体制の

整備度合いによって、3 段階に分類し、担当機関を整理した。目標 6 は水供給・衛生に関す

る目標 6.1、6.2 及び 6.a,b と、水資源管理、水利用、水環境に関する目標 6.3−6.6 があり、

水供給・衛生に関する目標については WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for 

Water Supply, Sanitation and Hygiene (WHO/UNICEF JMP)が中心となってモニタリン

グを取りまとめることとなっている。WHO/UNICEF JMP はユニセフと WHO(世界保健機

関)による、水と衛生(WASH)のための共同監査プログラムであり、水と衛生に関するプログ

レスについて、国別、地域別及び世界規模で 1990 年より調査、報告を行っている。2016 年

以降も SDGs における水と衛生の指標について、MDGs の目標に対する水と衛生の指標の

プログレスに関してモニタリングを担当する予定である。 

なお、目標 6.1 及び 6.2 は MDGs にも含まれていたこともあり、JMP によって今まで実

施されてきたモニタリングを更に精査する形となるため I に分類されるが、目標 6.3−6.6 に

ついてはベースとなるデータが不足していることから、2018 年までにベースライン調査が

行うことを前提とした分類 II 及び III とされている3)。目標 6 を構成する各小項目の定義、

及びターゲットに対する指標、モニタリングの担当機関は以下のとおりである。 

 

                                                  
3)分類 I: モニタリング手法が確立されておりデータが定期的に入手可能な項目、分類 II: 手法は確立さ

れているが定期的に入手できない項目、分類 III: モニタリング手法が確立されていない項目   
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表 2.1 水に関する SDG、モニタリング指標及び分類 

目標 6.1:「2030 年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアク

セスを達成する。」 

目標 6.4：「2030 年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持

続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々

の数を大幅に減少させる。」 

目標 6.5：「2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水

資源管理を実施する。」 

目標 6.a：「2030 年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・

再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とし

た国際協力と能力構築支援を拡大する。」 

目標 6.b：「水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化す

る。」 

モニタリング指標 
分類

4) 
担当機関 

6.1.1 安全に管理された飲料水サービスを利用している

人口の割合 
II WHO, UNICEF 

6.4.1 水利用効率の経年変化 III FAO 

6.4.2 水ストレスのレベル：利用可能な淡水資源に対す

る取水量の割合 
II FAO 

6.5.1 統合水資源管理実施の度合い(0～100 点) II UN Environment 

6.5.2 水分野の協力に関する運用可能な取り決めがある

国際流域の割合 
II UNESCO, UNECE 

6.a.1 政府によって調整された支出計画の一部を成す水

と衛生に関する ODA の額 
I 

WHO, UN 

Environment, OECD 

6.b.1 水と衛生に関わる管理向上への地域コミュニティ

参加のため、政策や手続きを確立・運用している

地方行政体の割合 

I 
WHO, UN 

Environment, OECD 

出典：UN Water, SDG6 Global Indicators 
 (http://www.unwater.org/app/uploads/2017/05/SDG6_TABLE_INDICATORS_5-01.png) 

  ：UN United Nations Statistics Division 
(https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/) 

 
水道事業ともっとも関連性の高い「目標 6.1」に着目すると、水源の質について MDGs

に示されていた「改良された水源」から、「安全で安価な水源」に、サービスの質としては

「普遍的かつ衡平な」アクセスと規定されている。すなわち、MDGs においては表 2.2 の

「3.制限ある水源」の確保が目標だったものが、「1.安全に管理された水源」が安価に、す

べての人にとって利用可能となることが条件として付加された形となった。 

                                                  
4)表中の分類は 2017 年 12 月のレポート(Tier Classification for Global SDG Indicators 
15 December 2017)からのもの。分類については今後も見直し、変更される可能性があ

る。 
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 表 2.2 SDGs における水源の分類 

1.安全に管理された水源 改善された水源(配管給水、深井戸、保護された浅井戸・湧水、
パッケージの水、及び、水売り)で、敷地内にあり、必要な時に
入手可能で、糞便性指標や優先度の高い化学物質指標の汚染が
ない。 

2.基本的な水源 1.同様の改善された水源で、往復待ち時間含め 30 分未満の水汲
みによって入手可能である。 

3.制限のある水源 1.同様の改善された水源で、往復待ち時間を含め往復 30 分以上
の水汲み時間を要する。 

4.改善されていない水源 保護されていない湧水・浅井戸による。 
5.表流水／サービスなし 河川、ダム、湖、池、渓流、運河、灌漑用水路より採水し、無処

理で飲用される。 
	

このような SDGs において目指すサービスの質の向上を考慮すると、MDGs において目

標を達成したとカウントされている水源でも改善が必要な水源が出てくることになる。図

2.2 は WHO/UNICEF による合同モニタリングの方針を示している。これによると、SDGs

のモニタリングにおいて、「改善された水源(例として 80%と仮定)」のうち「30 分以内で

アクセス可能である(同 70%)」、「各戸接続されている(同 60%)」「必要な時にアクセス可

能である(同 64%)」、「改善され汚染されていない(同 56%)」などの調査結果が得られる場

合、一番少ない数値を示している項目(事例では、「改善され汚染されていない」の 56%)の

値によって 「(汚染がない)安全な水源」の割合を算出していくこととしている。なお、SDGs

は、すべての国々に適用されうる目標であるものの、各国はそれぞれの国の実情に応じて

National Target と呼ばれる目標設定を行うことになっている。 

 

 
出典：Safely managed drinking water - thematic report on drinking water 2017, figure 30 に和訳を加筆 

 

図 2.2 「改善された水源」のサービスの質を考慮した分類と考え方 
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WHO/UNICEF による合同モニタリングの最新のレポート5）によると、開発途上国にお

いては都市給水であれば、各戸接続もしくは 30分以内でアクセスできる共同水栓の普及率、

接続世帯数もしくは人口、水栓における給水時間、水質基準の達成度合い等を、村落給水に

おいては保護され、汚染のない水源までの距離、水汲みの待ち時間、水量の季節変動、家庭

に運ばれた飲用水の水質などを調査して SDGs 達成状況をモニタリングする予定である。

更に、「安価であること」や「普遍的なアクセス」に関しては世界共通の基準値を設定する

ことは困難であるため、特に貧困層において、飲料水を入手するために収入の 3%以上が支

払われている場合には政府の補助金や水道料金の減免制度などを加味して評価することと

している。また、前回までは給水タンク車等による水やボトルまたはパック入りの水は安全

な飲料水としてカウントしていなかったが、水質が確保されている場合は、カウントすると

の方針が示されている。なお、同レポートの中で一部の国と地域について試算した上で推計

したところ、2015 年の段階で 52 億人が「安全な水源」を利用していたとの結果であった。 

モニタリングの方法としては、担当省庁を通じた、水道事業体や水道公社、地方自治体か

らのデータ収集とモニタリングプログラムを通じて行う各戸調査の結果との二つを主な情

報源として、可能な限り各戸調査の結果を採用することとしている。飲料水に限らない水分

野の開発目標を定めた SDG6 のモニタリング方法として、最新の状況としては、図 2.3 の

ような体制が構築されている。モニタリングの手順としては、1)モニタリング担当の国際機

関が各国に対してデータ提供の依頼をする、2)各国の統計システムから担当国際機関にデー

タを提供する、3)担当国際機関が各国と相談の上、統計データの精査を行う、4)各国が調整

済みデータについて承認する、5)担当国際機関が United Nations Statistical Database 

(UNSD)に承認済みデータを提供する、6)UNSD がデータを公表する、という流れとなる。 

	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

 

図 2.3 UN-Water にて定義されている SDG6 のモニタリング体制6)	

 

                                                  
5)Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG 
Baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations 
Children's Fund (UNICEF), 2017. 
6)”Progress on SDG6 Monitoring” 9th meeting of the OECD Water Governance 
Initiative, 3-4 July 2017 - Paris, France, https://www.slideshare.net/OECD-
GOV/progress-on-the-monitoring-of-sdg-6-water-and-sanitation-for-all-unwater-who 

国際機関 

グローバル SDG 指標
データベース 
（UNSD）

各国統計システム
（NSS） 

地域機関 

データ 
メタデータ 

 
データの調整、
推計値、モデル

式の調整 

データの公表 
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2－4 水分野の重点課題に関する動向 
 

次に、水道分野の国際協力における取組について、昨年度取り上げられた重点施策を中

心「都市給水」、「村落給水」、「水道経営・人材育成」に分類して簡単に整理する。 

 

１）都市給水に関連する課題への取り組み 

 

都市給水とは主に水道管を利用した水道による給水(piped water)をいう。多くの都市給

水では、都市の拡張に対する能力不足施設の経年劣化に伴う効率の低下、給水水質の管理不

十分等の問題への対応が必要となっている。このため、日本政府は JICA 実施の技術協力プ

ロジェクトを通じ、給排水施設の管理能力向上を核とした無収水対策や水質管理能力向上

に取り組んできた。 

無収水対策は多くの途上国において重要な問題で、一部の国では無収水率が 50%以上と

非常に高いケースもある。この主たる原因には漏水や盗水による損失が挙げられる場合が

多いが、それ以前に、流量計器類の不備や管理能力の不足等によって正確な配水量が把握で

きていない場合も多く、施設・機材整備と能力向上を組み合わせた協力を行なうことで、大

きな費用の必要な管路の更新に匹敵する成果を得ることができる場合がある。 

水質管理に関しては、薬品やスキルの不足により水道施設の適切な運営ができていない

ことに起因する場合も多いが、水道の根拠法や水質基準がないケースことがその背景なっ

ているケースもあるため、政策レベルでの支援も積極的に行われている。また、国際的な動

きとして、2005 年に WHO が食品製造分野で確立されている HACCP(Hazard Analysis 

and Critical Control Point)の考え方を取り入れた「水安全計画」Water Safety Plan: WSP

を提唱しており7)、アジア諸国において国や地域の状況によっては、水安全計画を策定する

ことで政府からの助成金の獲得や開発援助関連の資金を得やすくなるケースもある。 

 

２）村落給水に関連する課題への取り組み 

 

村落給水の課題は、安全な水へのアクセスが難しい地域への普及と、既存の給水システ

ムの維持管理体制の整備等が主な活動である。さらに、インド・バングラデシュなどにおけ

るヒ素等の無機性地下水汚染等対策も重要な課題である。 

村落における給水の改善は都市給水よりも社会的な問題解決の側面が強いとの見解のも

と、住民参加型アプローチの徹底、コミュニティ主導型開発の有効性が国際的にも認められ

ている。このような背景から、井戸建設や小規模水道整備等の施設整備と合わせて住民によ

る水管理体制構築を支援することで持続的な村落給水に貢献している。また、アフリカの村

落給水分野ではこれまでの知見をまとめたハンドブックが JICA によって作成され、関係者

間で共有されている。 

ヒ素の問題への取り組みは NGO や大学をはじめとする研究機関を通じて積極的に行わ

れており、対象物質の処理・除去等の技術的な対策は確立されているが、無味無臭でかつ慢

                                                  
7)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishit
su/07.html 
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性毒への理解を普及する困難さがあり、対策の徹底や維持が課題となっている。 

 

３）水道運営に関連する課題への取り組み 

 

水道の運営を担う経営基盤の重要性が認識されており、技術人材の育成、経営改善、維

持管理の向上、広報などが重要課題として取り上げられ、地道な活動が行われてきている。 

技術人材の育成は水道分野では当初より重要視されており、アジアにおける協力が始ま

った初期の段階から、トレーニングセンターの無償資金協力事業による建設、技術協力もし

くはソフトコンポーネントによる人材育成を組み合わせる形で行われてきた。平成 26 年度

の本調査では人材育成の歴史的経緯について整理したが、タイのトレーニングセンターが

東南アジアの各国の水道人材の育成センターになるなど、2 次的に波及する事例が報告され

る段階にきている。 

経営改善に対する取り組みとしては、2004 年に経営管理人材の育成のためのハンドブッ

クが JICA より提供され、活用されているところである。水道の維持のためには施設の整

備・維持の費用まで含めた独立採算(フルコストリカバリ)が望ましいが、一方で、建設資金

まで含めた本当の意味でのフルコストリカバリの実現は困難であるとして、O&M コストの

み水道料金でカバーし施設の建設や大規模更新は租税による負担で実施する経営も多い。

更に、文化的な背景から水道料金を極力抑制する国もみられる。このような場合、水道施設

の維持のための公的資金の継続的な投入が不可欠であるにもかかわらず、そのような投資

が行われることは稀であり、健全な水道施設の維持が困難となっている。 

維持管理に関しては主に JICA の技術協力プロジェクトによって体制強化に向けた取り

組みが行われてきている。しかし、技術管理と記録管理を伴う体系的な維持管理はまだ一般

的とは言えない。また、特に村落給水において施設建設に伴うソフトコンポーネントによる

維持管理の強化を試みてきたものの、定着に時間を要する体制構築や人材育成の適切な実

施には投入や実施期間の制約があり限界がある。この認識に基づき、3 から 5 年程度の期間

の技術協力を数フェーズに継続して長期間の協力を行うことで、村落給水の維持管理体制

の強化、維持管理組合の組織・公的位置付けの確立、対象地域の拡大による効果の波及など

の成果があがった8)との報告がある。 

広報に対する取り組みは、水道分野に特化しない形で JICA の取り組み全体として積極

的かつ網羅的に行われており、援助の相手国における日本の協力による事業のプレゼンス

は高いものと考えられる。一方、日本国内の納税者や水道利用者に対しての広報はまだまだ

発展の余地があり、水道事業体が国際協力に参画する利点などを分析し広報することで利

用者の理解を得ていくことが必要な状況である。 

                                                  

8) ザンビア国 地方給水維持管理コンポーネント支援プロジェクトフェー

ズ 3 終了時評価結果要約表、 タンザニア国 村落給水事業実施・運営維

持管理能力強化プロジェクトフェーズ 2 評価調査結果要約表(終了時評価)  

 

 



16 
 

４）水分野協力の地域別実績 

 

我が国の水分野における協力のうち、アジアにおける案件の大部分が都市及び地方給水

を対象としたものであり、井戸掘削を含む公共水栓、ハンドポンプの整備を目的とする村落

給水は 1～2 割程度である。 

一方で、アフリカに対する協力は半分近くが村落給水事業となっており、アジアに比べ

て村落給水事業の割合が大きくなっている。近年、アフリカにおいても都市給水への支援の

ウェイトが増加しつつある一方で、水道事業体の関与という側面から見るとアフリカでの

プロジェクトの参加はまだまだ限定的である。政府目標としてアフリカへの支援の強化が

期待されるなかで、アフリカへの関与をどのように促進するべきかは検討すべき課題とな

っている。 
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第3章 調査内容 
	

3－1 調査対象の選定 
	

本年度調査では、昨年度調査で抽出され項目化された各種施策項目のうち、当面の国際協

力の推進において特に優先度が高いと考えられる課題を掘り下げて調査する。 

昨年度調査で抽出された施策の体系を図 3.1、項目について表 3.1 に整理する。なお、そ

れぞれの項目の詳細は資料編に掲載する。 

 

 
図 3.1 昨年度調査で抽出された取組み・課題 
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表 3.1  昨年度調査で抽出された取組みの概要 

 

【施策：What】推進すべき活動の分野 

番号 同左、項目 重点 

A1 無収水対策  信頼性の高いシステム確立のための、漏水探知や DMA の

導入、機材の提供、さらには給水取出しやメーターの精度

管理までの総合的に取組み 
 ナレッジの深化や共有化 

A2 水質管理(都市水

道) 
 当該国の法体系から実務体制等、状況を整理の上、運用可

能な水質基準と検査体制の整備 
 都市化へ対応した、水道の計画的な拡張と水質管理の一体

的な技術支援の検討 
A3 村落給水  村落におけるニーズの把握、村落給水と都市給水との連係

や分担の判断等、国の事情に応じた対応策の検討 
 アジアでは村落の衛生環境向上までを視野にいれた戦略

の検討 
 アフリカでは、これまで実施した多様な協力の経験から得

られた教訓を活かした今後の取組の検討 
A4 無機性 

地下水 
汚染対策 

 現状の問題の規模や分布の把握 
 確立されている処理等の技術的な対策を、適用の徹底、

維持管理等を踏まえ社会的にどのように普及・実装させ

るかの研究 
A5 技術人材の育成 ・ 人材育成の実態の正確な記録 

・ 改善前の現状が明確で改善効果の可視化による人材育成活

動の推進 
A6 経営改善 ・ 水道施設の整備や維持のための水道料金の設定徴収、を含

めた研究 
・ 経営改善のための記録の徹底 
・ すでに浸透している NRW 削減と経営改善をパッケージの

更なる展開 
A7 維持管理 (O&M)

の向上 

・ 技術管理と記録管理を伴う体系的な維持管理 
・ 施設運用に係る意思決定ができる幹部人材の育成 
・ 上記を踏まえた施設建設と技術協力プロジェクトとの組み

合わせによる支援の検討 
A8 広報 ・ 広報効果を計測する方法と定量評価のための新たな支援の

検討 
・ 水道整備による直接的効果だけではなく、乳幼児死亡率の

低下などの保健・公衆衛生における波及効果に対する理解

の促進 
・ 国際会議、セミナー、フォーラム等の場を活用した活動 
・ 自国機関がホストとなる国際会議の開催等より効果の大き

い活動の検討 
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【評価：How】国際協力の効果の把握とこれを活かした案件選択 

番号 同左、項目 重点 

B1 直接改善効果の

把握 

・ SDGs のターゲットとの連動も念頭に、実際にデータが 
・ とれる評価体系の整理 
・ 直接効果を評価するための給水量、水質、給水時間等のデー

タの他、普及率や資機材管理、財務諸表等の管理データの

管理 
・ データ収集の実態の把握 
・ 正しい計測のためのキャパシティ・ビルディングの実施 

B2 裨益効果の把握 ・ 疾病の減少、収入増加、医療水準等、複合的な効果としての

公衆衛生の向上等の裨益効果のモニタリングの検討 
・ 地域レベルでの効果的で妥当なデータの取得が可能の 

議論・研究 
・ 裨益効果の数値化及び評価の体系化の検討 

B3 費用対効果の把

握 

・ 国ごとの事情を把握した上で有効性を判断する取組み 
・ 事業背景、環境に考慮した費用対効果分析の実施 

B4 目標設定と計画

的推進 

・ 正しい現状認識のための情報収集の精度向上 
・ 国の現状を正しく踏まえたマスタープランのあり方につい

ての提言 
 

 

【評価：Where】国際協力の重点地域 

番号 同左、項目 重点 

C1 アジアでの活動

の継続 

・ 都市と地方の格差の問題など、課題解決の深掘り 

C2 アフリカでの活

動の開始 

・ 現地実情について的確に把握した上での協力の組み立て 
・ 日本の経験の適用可能性、相手国の実施体制等の情報整理

 

 

【評価：Who】国際協力人材の確保 

番号 同左、項目 重点 

D1 人 材 確 保 育 成

(OB) 
 シニア専門家制度の周知徹底 
 その他専門人材を発掘する方法の検討 

D2 人材確保育成(水

道現職) 

 国際協力による経験の重要性の発信 
 現役の主力人材が国際協力に関われる土壌を形成 
 シニア人材が若手専門家とともに仕事をすることによる

人材育成の促進 
 水道人材のネットワークの構築 

D3 人材確保育成(水
道若手) 

 水道事業体の枠を超えて、若手あるいは経験者から意欲の

ある人材を発掘・育成する仕組みの構築 
 事業体や JICA 等の活動についての広報 
 経験の共有等、交流促進の仕組みの強化(SNS 等の活用) 
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番号 同左、項目 重点 

D4 人材確保育成(未
経験者) 

 水道分野の外での水道人材獲得のための活動の体系的な

把握、整理、及びそれら活動との連携の模索 
 途上国ニーズに応えられる専門性の定義とこれに基づい

た専門家の登録、育成等 
 学生に機会を与えるためのインターン制度の活用 

D5 現地人材の維持 ・ 現地で育成された専門人材の継続的な雇用のための方策に

ついての検討 
・ 実務的にはプロジェクト終了から評価までのインターバル

を短くする、あるいはインターバル中のミッションを用意

するなどの手段の検討 
D6 現地人材の日本

での雇用 

・ まずは意義を検証し、有効であるならば推進のための方策

を検討 
D7 民間企業人材の

活用 

・ 水道事業体同様、民間企業も様々に事情を抱えるので、状

況に応じてのベストミックスの検討 
・ 事業体の関連会社は事情を個別に斟酌することが重要 

D8 専門家への支援

(ロジ) 
・ 任国事情を収集整理、プロジェクト間で共有することによ

り、スタートアップの迅速化・リスク削減を図る 
・ 実務経験や能力が不足すれば途上国でカウンターパートと

の信頼関係が構築できない。実務能力の研鑽に加え、ロール

プレイ等の方法で対話力や課題解決力を高める取組みも考

えられる。 
D9 専門家への支援

(教材) 
・ 教材の用意や充実のための検討 
・ また、定期的なフォローアップ、新たな動向や新技術等に関

する情報共有 
D10 文化づくり(社会

的認知) 
・ JICA の PR 活動を基盤とし、水道人材の確保に効果的につ

ながる広いターゲットへの広報の強化 
・ 国際協力の意義として国際協力に関わることで日本の水道

等が抱える課題の解決にも寄与できること、特に国内水道

事業を支える人材育成に役立つことを示す方策の検討 
D11 文化づくり(水道

の責務) 
・ 国際協力経験者の横のネットワークを充実することで、有

力な人材のキャリア形成のサポート。 
・ 業界紙や会報等による国際協力人材のキャリアパスの紹介

・ 研修等を通じたネットワークの拡充 
D12 複数事業体共同

での協力 
・ JICA による協力形態、支援メニューの多様化を受け、地方

自治体と民間企業等が連携しての、無償・有償資金協力、技

術協力が実施されるようになってきた現状をさらに後押し

していく必要がある。 
D13 大学・研究機関の

活用 
・ 引き続き、留学生、研究者及び実務者を大学・研究機関で受

け入れ、相手国の人材育成に貢献、人材の蓄積を図る 
・ 既存の枠組みの中でのプロジェクトの実施 
・ 留学生プログラムの強化(JICA) 
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【評価：With Whom】国際協力における他主体との連携 

番号 同左、項目 重点 

E1 総合援助手法 ・ 保健衛生や地域開発セクターとの連携 
・ 成果発現のために有効な方法の研究、実践 

E2 統合的水資源管

理 

・ JICA が実施しているアジア幹部フォーラム等、交流のため

の取組をより積極的に水道界に発信 
・ 一般の水道事業者等向けに情報の整理 
・ 今後は、関係省庁等との接点や交流の拡大 
・ 国政への関わりを深める取組の実施 
・ 水道分野国際協力に係る関係者間の連絡会の活動の拡大 

E3 衛生処理等との

連携 

・ 下水道の整備と合わせた水道の整備 
・ 水と衛生(上下水道)等、パッケージで都市インフラ整備技

術を戦略的に輸出するための取組 
E4 官民連携 ・ 海外の事例に学ぶ意識での意見交換の実施 
E5 NGO との連携 ・ 予算措置も含めたパートナーシップの模索 
E6 大学等との連携 ・ 現行の制度も活用しながら、これまでに構築されたネット

ワークを持続させ、より発展させていく仕組みづくりの模

索 
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表 3.2 昨年度調査で抽出された取組みとその優先度 

分類 番号 同左、項目 重点 備考 

施策 

What 
A1 無収水対策 イ 我が国の水道の経験を

踏まえて抽出されたメニ

ューであり、いずれも重要

施策であるが、我が国に十

分な蓄積がない官民連携

等については研究が必要

である。 

A2 水質管理(都市水道) イ 

A3 村落給水 イ 

A4 無機性地下水汚染対策 イ 

A5 人材育成 イ 

A6 経営改善 イ 

A7 維持管理(O&M) イ 

A8 広報 イ 

評価 

How 
B1 直接改善効果の把握 ア SDGs の視点からも正

しい情報の収集について

検討が必要である。 
B2 裨益効果の把握  

B3 費用対効果の把握  

B4 目標設定と計画的推進  

地域 

Where 
C1 アジアでの活動の継続  まずは状況の把握から

着手する。 C2 アフリカでの活動の開始 ウ 

人材 

Who 
D1 人材確保育成(OB) エ 人材の確保は喫緊の課

題であり、即効性のある確

保策はすぐにでも推進す

べきである。 

一方で長期的な土壌造

りに取り組むことも重要

である。 

D2 人材確保育成(水道現職) エ 

D3 人材確保育成(水道若手) エ 

D4 人材確保育成(未経験者)  

D5 現地人材の維持  

D6 現地人材の日本での雇用  

D7 民間企業人材の活用  

D8 専門家への支援(ロジ)  

D9 専門家への支援(教材)  

D10 文化づくり(社会的認知) エ 

D11 文化づくり(水道の責務) エ 

D12 複数事業体共同での協力  

D13 大学・研究機関の活用  

連携 

with 
Whom 

E1 総合援助手法   これからの取組みとし

て常に念頭においておく

べき視点である。 
E2 統合的水資源管理  

E3 衛生処理等との連携  

E4 官民連携  

E5 NGO との連携  

E6 大学等との連携  
 

 ※ 表の「重点」は重点施策の意、ア～エは以下のとおり。 

ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握 

イ：水道・衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価 

ウ：関係構築が不十分な地域への展開 

エ：長期的な人材の確保と育成 
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昨年度調査において相対的に優先度が高いと評価された表中の重点施策のうち、ア、イ、

ウにフォーカスする。具体的には、調査の対象国についてウを意識して選定したうえで、ア，

イについて現地調査を行なう。 

 

3－2 調査内容 
 

 調査内容は、ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握、イ：水道・衛生分野

におけるニーズ及び活動状況の評価とする。ウ：関係構築が不十分な地域への展開に関して

は、ア、イの調査結果から読み取れる事項について取りまとめることとする。 

 

ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握について 

我が国の水道分野の国際協力は他国に比しても大きな役割を果たしているが、そのこと

についての理解をさらに促進するための施策が必要である。具体的には、我が国の国際協力

の取り組みに関する政策目標に貢献していることを具体的に示すことが重要となる。 

ゆえに、これからの国際協力は、SDGs のインジケータを使用してその成果を定量的に示

していく取り組みが重要となるものとおもわれる。インジケータについてはデータの収集

のしやすさや信頼性等を考慮して現在選定のための議論が進められているが、そのとりま

とめはやや難航している。そこで、本調査の機会において、水道分野の国際協力の推進度を

計測するための各種インジケータについて情報収集する。 

 

 担当機関がどのような体制をとっているか、調査プロジェクトを実行しているか、当該

国の報告体制がどうなっているかを確認する。例えば、「SDG 6.1 安全に管理された

飲料水サービスを利用している人口の割合」を算出するためには、当該国内に対応でき

る組織があるのか、WHO、UNICEF が担当組織を用意しているのか、そのためのコン

サルタントを雇うのか、等の状況を把握したい。 

 各目標を算出するためには基礎データの収集が重要となる。例えば、「SDG 6.1 安全

に管理された飲料水サービスを利用している人口の割合」を算出する場合、都市給水に

限ってみれば、「各戸接続もしくは 30 分以内でアクセスできる共同水栓の数」「接続

世帯数もしくは人口」「水栓における給水時間」「水質基準の達成度合い＝そのために

は複数回の水質データ及び供給範囲、供給能力の情報」等を個別の水源単位で調査する

必要がある。このようなデータの収集体制について把握する。 

 このようなデータが具体的にどのような方法で収集されたのか、その時期はいつか、調

査方法は明確で再現可能か。定期的な更新は行われているか、調査を担当した組織はど

こか、等の情報が必要となる。これらの情報が十分に信頼できればプロジェクトの効果

測定だけでなく、案件形成においても有効である。 

 

イ：水道・衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価について 

昨年度調査において重点施策に関して「無収水対策」、「水質管理(都市水道)」、「村落

給水」、「無機性地下水汚染対策」、「技術人材の育成」、「経営改善」、「維持管理の向

上」、「広報」が挙げられており、ラオスにおけるファインディングも整理されている。 
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また、これらの施策を推進するためには、相手国政府の水道行政の仕組みを把握し、水道

行政の能力や民間オペレータの管理能力が不十分な場合には行政システムづくりへの支援

を行なうことが必要である。 

これらと比較可能な形で、JICA の取り組みについて公開資料から整理する。さらに、ル

ワンダにおいて実地調査を行ない、各項目の現状および一般的な水道事業の状況や課題、ア

ジアと比較しての違い等について整理する。 

 

3－3 調査の対象 
 

調査対象はウ：関係構築が不十分な地域への展開を意識して、アフリカから選定する。 

 

ウ：関係構築が不十分な地域への展開について 

昨年度の調査において、過去 10 年間の水道分野における国際協力の実績を整理したとこ

ろ、過去の実施案件数において技術協力、無償資金協力共に約半数がアフリカ地域を対象と

するもの、有償資金協力事業の対象はアジアが中心となった。 

他方、平成 18 年度実施時の提言としては、「主なターゲットエリアは当面はアジアとし、

それ以外の地域では拠点確保を行う」という方針が採択されている。このような経緯もあり、

国際協力調査における現地調査は全てアジア諸国を対象として行ってきた。 

我が国にとって、アフリカ地域は、歴史的にも地理的にもアジア地域と比較してなじみが

薄いことは否めない。しかし、政治的情勢の安定化等を受け国策としてアフリカ地域への支

援を進めている現状において、水道分野としても今後は現地の情報を把握し、積極的な支援

を行っていくべきと考えられる。 

そこで、本年度調査では、現地調査先をアフリカ地域から選定し、昨年度、一昨年度調査

訪問したカンボジアやラオスと比較する。これにより、水道分野の国際協力において、なじ

みの深いアジアとアフリカの間に何か特有の差異があるのかを観察するものとする。 
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第4章 ルワンダ国における現地調査 
 

4－1 調査対象国の選定 
 

１）前年度調査までの流れと本調査の対象国の選定 

 

第 2 章にも整理したとおり、過去 10 年間の水道分野における国際協力の実績を確認し

たところ、実施案件数において技術協力、無償資金協力共に約半数がアフリカ地域を対象と

するもの、有償資金協力はアジア地域を対象とするものが中心となった。 

他方、平成 18 年度実施時の提言としては、「主なターゲットエリアは当面はアジアと

し、それ以外の地域では拠点確保を行う」という方針であり、過去の本事業による現地調査

は全てアジア諸国を対象として行ってきた。我が国にとっては、アフリカ地域は歴史的にも

地理的にもアジア地域と比較して未知の地域ではありながら、欧米の植民地支配からの独

立、政治的情勢の安定化等を受け国策として支援を進めている現状において、水道分野とし

ても現地の情報を把握する事は有意義と考えられる。 

 そこで、本調査では、まず、アフリカ地域の基礎情報を簡単にとりまとめ、これを検討し

て我が国の国際協力活動を考える上で有効な国を選定することとした。 

 

２）アフリカ地域の基本情報 

 

アフリカの歴史はヨーロッパ史との関係により大きく影響をうけてきた。地中海を挟ん

でヨーロッパと相対する北部アフリカ地域は民族的にもアラブ系のコーカソイドが中心で

ある一方、サハラ砂漠以南のサブサハラアフリカでは、それぞれの地域ごとに独自の文明と

言語が発達していた。15 世紀末頃、ヨーロッパに大航海時代が到来し、ポルトガル人をは

じめとしたヨーロッパ各国の人々が西海岸を南下しはじめた頃からアフリカとヨーロッパ

各国との本格的な交流がサブサハラ地域に拡大したが、16 世紀前半からは 18 世紀後半ご

ろまではヨーロッパ諸国による新大陸開発のための労働力確保、いわゆる奴隷貿易が関係

の中心となる時代であった。 

1880 年代ごろからは、ヨーロッパの帝国主義列強によるアフリカ地域の植民地化が進み、

植民地支配は第二次世界大戦以降も続いたが、大戦終結後はアフリカ諸国の独立への機運

が高まり、1951 年にはリビアがイタリアから、1956 年にはチュニジアとモロッコがフラン

スから独立を果たしたのを皮切りに“アフリカの年”といわれた 1960 年以降、アフリカ各

国が植民地から独立した。 

独立後のアフリカの発展は、ヨーロッパ諸国が決めた国境線を引き継いだことに起因す

る民族対立や HIV/AIDS の蔓延等によりアジアやラテンアメリカに比べ遅れることとなっ

たが、1980 年代以降、政治の民主化や経済の自由化が各国で進められ、それに 2000 年代

の鉱産物価格の高騰が重なり、サブサハラアフリカについては 2014 年までの実質 GDP 成

長率が平均して 5%以上を継続する等、これまでにない経済成長を遂げつつある。 
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直近のアフリカ地域の社会経済指標を表 4.1 に整理する。比較のため、アジア地域、世界

における指標をあわせて掲載する。また人口についても近年急速に増加しており、アフリカ

の人口は 2017 年に 12 億 5626 万人と、世界の約 6 人に 1 人がアフリカ人となっている9)。 

 

表 4.1 アフリカ・アジアにおける主な社会経済指標 

 アフリカ アジア 
世界 

全域
うちサブ

サハラ
全域

うち東ア

ジア 
うち東南

アジア 
うち南ア

ジア 

都市化率(%)10) 

 

40% 48%  

年平均人口増加率(%) (2010～

2015 年)9)  

2.6% 2.7% 1.0% 1.2% 

5 歳未満児死亡率(1000 人あた

り）(2010～2015 年)9)  

－ 95 人 38 人 48 人 

平均寿命(2010～2015 年)9) 

 

－ 58 歳 72 歳 71 歳 

GNI(一人当たり) (USD) (2016

年)11) 

－ 1,516 － 9,858 1,611 10,316

安全な飲料水へのアクセス率

(2015 年) 

－ 68% － 96% 90% 93% 91% 

基本的な衛生施設へのアクセ

ス率(2015 年) 

－ 30% － 77% 72% 47% 68% 

 

 

３）調査対象の検討 

 

北アフリカ地域は比較的発展しており、我が国による支援もサブサハラアフリカが中心

であるため、本論ではサブサハラ地域から調査対象を選定する。 

過去 10 年間に実施された無償資金協力の国別の実施件数は、無償資金協力がエチオピ

ア(8 件)、ケニア、タンザニア(各 6 件)等となっている。また、技術協力においては、タン

ザニア(6 件)、スーダン(4 件)となっており、東部アフリカ地域の国が主要な支援対象となっ

ていることがわかる。 

次に、技術協力プロジェクトの詳細を表 4.2 に整理した。案件名より、村落給水の実施

運営、給水・衛生改善、水道人材育成等が多く、最近になって無収水管理、都市の水道公社

に対する技術協力も行われていることが分かる。 

                                                  

9) World population 2017 
(https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf) 
10) World Urbanization Prospects The 2014 Revision, United Nation, 
(https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf). 
11) Gross national income per capita 2016, Atlas method and PPP, 
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf 
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表 4.2 過年度技術協力プロジェクト一覧(2006 年度以降実施) 
 

国名 案件名 協力期間 

ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト 2015.7～2019.8 
エチオピア 南部諸民族州給水技術改善計画 2007.12～2011.12 

地下水開発・水供給訓練計画フェーズ3 2009.1～2013.11 
飲料水用ロープポンプの普及による地方給水衛生・生活改善プロジェ

クト 

2013.2～2016.12 

ケニア 無収水管理プロジェクト(ナイロビ及び近郊地方都市) 2009.11～2013.9 
ザンビア 

 

地方給水維持管理能力強化プロジェクト(SOMAP)フェーズ2 2007.9～2010.9 
地方給水維持管理コンポーネント支援プロジェクト 2011.9～2017.3 

シエラレオネ カンビア県給水体制整備プロジェクト 2006.12～2008.9 
スーダン 

 

水供給人材育成計画(ハルツーム) 2008.4～2011.3 
南部スーダン都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクト 2010.11～2013.11 
水供給人材育成プロジェクトフェーズ2(ハルツーム、センナール州、

白ナイル州) 
2011.11～2015.9 

州水公社運営・維持管理能力強化プロジェクト 2016.2～2020.1 
セネガル 安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェクトフェーズ2 2006.11～2010.3 

タンザニア 

 

村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画プロジェクト 2007.6～2010.8 

ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクト 2007.9～2010.12 

村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画プロジェクト 2007.9～2010.7 
村落給水事業実施・運営維持管理能力強化(RUWASA-CAD)プロジェ

クトフェーズ 2 
2011.9～2014.8 

ザンジバル水公社経営基盤整備プロジェクトフェーズ2 2011.11～2015.10 
地下水開発セクター能力向上プロジェクト 2012.3～2016.3 

ナイジェリア 連邦首都区無収水削減プロジェクト 2014.10～2018.3 
ブルキナファソ 

 

中央プラトー地方給水施設管理・衛生改善プロジェクト 2009.6～2013.6 
村落給水施設管理・衛生改善プロジェクトフェーズ2 2015.9～2018.9 

マダガスカル ｱｯﾁﾓ・ｱﾝﾄﾞﾚﾌｨﾅ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善 2008.9～2013.3 
マラウイ 地方給水運営維持管理プロジェクト 2011.7～2015.7 
モザンビーク 

 

ザンベジア州持続的給水・衛生改善プロジェクト 2007.2～2011.8 

ニアッサ州持続的地方給水・衛生改善プロジェクト 2013.1～2017.2 
ルワンダ 

 

地方給水事業実施能力強化計画プロジェクト(専門家派遣) 2006.6～2006.11 
地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト 2015.4～2019.12 
キガリ市無収水対策強化プロジェクト 2016.7～2019.6 

南スーダン 都市水道公社水道事業管理能力強化プロジェクトフェーズ2 2016.1～2019.12 

 

ここまでに整理した過去の実績から、無償資金協力及び技術協力の実績がある国として、

エチオピア、ケニア、ザンビア、スーダン、タンザニア、ウガンダ、マラウイ、ルワンダ、

カメルーン、ニジェール、ナイジェリア及びブルキナファソを更なる検討の対象とした。絞

り込みのため、表 4.3 に国の基本情報及び事業展開計画等の情報を整理し、更なる検討の可

能性について 3 段階で評価を行った。なお、同表の基礎データに記載した GNI、人間開発

指数はそれぞれ世銀データ12)、UNDP 人間開発レポート13) より抜粋したものである。 

これらの情報の比較・検討の結果、実績及び援助方針の中で位置付けがあり、治安状況が

比較的安定している国としてスーダン、ルワンダを選定した。ただし、スーダンは外国人が

国内移動の許可を得るのに数日を要するという特殊事情があること、ルワンダでは都市給

水と地方給水の技術協力プロジェクトが現在実施中であること等を考慮し、ルワンダを本

年度の調査対象国とすることとした。 

                                                  
12) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 
13) http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf 
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表 4.3 アフリカ地域調査対象候補国の基礎データ及び水道分野における現状整理 
 

基礎データ 事業展開計画 
水道セクターアンケート 

(課題別研修参加者のアンケート結果) 
治安状況、自治体関連 更なる検討の有無 

＜エチオピア＞ 
GNI：590 USD (2015) 
人間開発指数：174 位 (本表比較国中 10/12 位) 
経済成長率：11.2%(2004-2010 平均) 
水分野での援助基本方針： 
地方部での給水事業、水分野での人材育成及び地下

水探査に対する協力を組み合わせて実施し、安全な

水の供給力向上と維持管理を支援する。 

 
開発課題 1-2：「安全な水へのアクセス向上と維持管

理」として、無償資金協力による施設整備と技術協力

による人材育成、水の防衛隊等の派遣(10 名)、NGO、

草の根無償による支援等が計画に盛り込まれてい

る。(2013 年 6 月) 

 
ガバナンス：水道法(2005)、水質基準(2008)、国家

戦略あり(2014 策定)、水道協会的組織あり。 
人事：明確な選定基準なし、人材育成制度あり。

財政基盤：一般会計より独立、料金改定可、民間

資金調達可。 

 
ソマリア、エリトリアとの国境地

域以外は注意喚起レベル 1 もしく

は 2 である。 

○ 

近隣諸国が不安定であり、治

安情勢に注意をはらう必要あ

り。現在実施中の案件はない

が 17 年 6 月より地下水案件

実施予定。 

＜ケニア＞ 
GNI：1,340USD (2015) 
人間開発指数：146 位 (2/12) 
日本企業の進出数がサブサハラで 2 番目(32 社：

2009) 
水分野での援助基本方針：特記なし(経済インフラ

整備として、都市インフラの適切な計画、整備、改

良及び維持管理を支援する。とある) 

 
開発課題 3−1：「水資源保全、給水・全国水資源マス

タープラン 2030 を基礎に、水資源管理能力の強化お

よび、都市部及び村落部での給水率及び給水量を向

上させる。」とし、無償の他に中小企業支援、課題別

研修、ボランティア派遣が盛り込まれている。(2016
年 4 月) 

 
参加実績なし 
 
 

 
首都を含む南半分は注意喚起レベ

ル 1 もしくは 2 である。 
・ 無収水削減能力向上プロジェ

クト (2016.09～2021.09)に東京水

道が参画 
 

○ 

実績はあるものの、援助方針

の中で明確な位置づけがな

い。アドバイザー、無収水案

件実施中。 

＜ザンビア＞ 
GNI：1,490USD (2015) 
人間開発指数：139 位 (1/12) 
2004 年以降 GDP 成長率 6−7%を維持 
水分野での援助基本方針：特記なし 

 
開発課題：健康で質の高い次世代の人材育成のプロ

グラムのうち、一つとして「給水衛生施設の建設と維

持管理・運営能力強化」が位置付けられており、無償、

技術協力、課題別研修、草の根技協が計画されてい

る。(2016 年 4 月) 

 
ガバナンス：水道法(1997）、水質基準(1997)、国

家戦略あり(1994 策定)、水道協会的組織あり。 
人事：明確な選定基準あり、人材育成制度有／無。

財政基盤：一般会計より独立、料金改定可／不可、

民間資金調達有／無。(回答者によって異なる) 
※ 半官半民会社が水道運営、重金属による水質

汚染あり。 

 
注意喚起レベルは大部分でレベル

1、アンゴラ、コンゴ民との国境付

近のみレベル 2 となっている。 
・ 上水道運営維持管理能力強化

プロジェクト(2017.02～2018.11)
に横浜ウォーターが参画 

○ 

実績はあるものの、援助方針

の中で明確な位置づけがな

い。 

＜スーダン＞ 
GNI：1,920 USD (2015)  
人間開発指数：165 位 (8/12) 
2004 年以降 GDP 成長率 6−7%を維持 
水分野での援助基本方針： 基礎生活分野支援の一

端として実績のある保健及び水・衛生分野における

支援を引続き行うことで MDGs の達成に貢献する

ことが位置付けられている。(2012 年) 

 
開発課題 2−2：「水衛生施設整備及び維持管理能力の

強化として、持続的な水利用のために、科学的根拠に

基づいた流域単位の水収支の評価・調査を進める」こ

ととしている。無償、技術協力、課題別研修の他、国

連機関を通じた緊急援助も実施されている。(2016 年

4 月) 

 
ガバナンス：水道法(1999)、水質基準あり、国家

戦略あり(2011-16)、水道協会的組織無し。 
人事：明確な選定基準あり、人材育成制度有り。

財政基盤：独立採算制、料金改定可、民間資金調

達無。 
  

 
首都を含む北側半分は注意喚起レ

ベ/ル 1、南半分はレベル 3 となっ

ている。 
・州水公社運営・維持管理能力強化

プロジェクト(2016.02～2020.01)
実施中 

◎ 
実績もあり、援助方針の中で

も位置づけられている。ま

た、課題別研修への参加実績

も多い。技プロ実施中。 

＜タンザニア＞ 
GNI：920 USD (2015) 
人間開発指数：151 位 (3/12) 
日本企業の進出数がサブサハラで 3 番目(19 社：

2010) 
水分野での援助基本方針：経済成長と貧困削減を支

えるインフラ開発として、日本の技術的優位性を活

かした案件形成にも留意し給水・水資源管理分野の

インフラ整備を支援することが位置付けられてい

る。(2012 年) 

 
開発目標 3−2：「行政サービスの改善」の中で「給水

強化プログラム」として、村落給水強化プログラム、

及び都市給水、水資源管理などが位置付けられてい

る。有償、無償、技術協力、個別専門家、課題別研修、

草の根無償が実施・計画されている。(2017 年 9 月)

 
ガバナンス：水道法(2006)、水質基準：WHO に準

拠、国家戦略あり(2005 策定)、水道協会的組織無

し。 
人事：明確な選定基準有り、人材育成制度有り。

財政基盤：半独立採算制、一般会計より独立、料

金改定可否不明、民間資金調達無し。 

 
首都及び大部分が注意勧告なし、

もしくはレベル 1、ブルンジ国境付

近のみレベル 3 
・ ザンジバル都市水道配水施設

改善事業準備調査(プロジェクト形

成、有償)(2016.02～2017.02)に横

浜ウォーターが参加 

◯ 
実績があり、援助方針の中で

も位置づけられている。ま

た、村落給水、都市給水双方

のプロジェクト、課題別研修

への参加実績もある。 

＜ウガンダ＞ 
GNI：700 USD (2015) 
人間開発指数：163 位 (7/12) 
水分野での援助基本方針： 生活環境整備(保健・給

 
開発課題 3−2：「生活用水供給」として、地方給水整

備プログラムのもと、技術協力、水の防衛隊の派遣、 
課題別研修、草の根無償が 

 
2015 年、2016 年は参加実績なし。 

 
首都を含む大部分がレベル 1、南ス

ーダン国境付近及びコンゴ国境付

近等はレベル 2、3 となっている。 

△
実績は限定的だが、援助方針

の中で水分野が位置づけられ

ている。技プロ実施中。 
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基礎データ 事業展開計画 
水道セクターアンケート 

(課題別研修参加者のアンケート結果) 
治安状況、自治体関連 更なる検討の有無 

水)の中に、給水施設の建設と水管理体制の強化を

通じた地方給水率の向上に取り組むことが位置付

けられている。(2012 年) 

実施・計画されている。(2016 年 4 月) 

＜マラウイ＞ 
GNI：340 USD (2015) 
人間開発指数：170 位 (9/12) 
水分野での援助基本方針： 「基本的社会サービス

の向上」の中に、水分野では、近年乱開発が進み水

資源の枯渇が懸念されている状況を踏まえ、水資源

開発戦略を策定し、持続可能な水利用･管理を推進

するとともに、給水施設の修復・維持管理体制強化

を通じて既存の給水施設を効率的に活用し、安定的

な給水率の向上を支援する。としている。(2012 年) 

 
開発課題：「基本的サービスへのアクセスと質の改

善」として、安全で安定的な水の供給プログラムのも

と、技術協力、専門家派遣(水資源アドバイザー)、水

分野の青年海外協力隊派遣、 課題別研修が実施・計

画されている。(2016 年 4 月) 

 
ガバナンス：水道法(2006)、水質基準：WHO に準

拠、国家戦略あり(2005 策定)、水道協会的組織無

し。 
人事：明確な選定基準有り、人材育成制度有り。

財政基盤：半独立採算制、一般会計より独立、料

金改定可否不明、民間資金調達無し。 

 
全土で注意勧告レベル 1 となって

いる。 
 

△
実績は限定的だが、援助方針

の中で水分野が位置づけられ

ている。17 年 7 月より地下水

案件実施予定。 

＜ルワンダ＞ 
GNI：700 USD (2015) 
人間開発指数：159 位 (6/12) 
水分野での援助基本方針：「社会サービスの向上(安
全な水の供給)」として、全ての国民に安全な水への

アクセスを確保する、とりわけ給水率の低い東部県

を中心に、維持管理体制強化も含め給水事業を包括

的に支援し、社会開発基盤の整備を行う。としてい

る。(2012 年) 

 
開発課題：「安全な水の供給」として、水衛生改善プ

ログラムのもと、無償、技術協力、草の根無償、水分

野の青年海外協力隊派遣、 課題別研修が実施・計画

されている。(2016 年 4 月) 

 
参加実績なし 

 
全土で注意勧告レベル 1 となって

いる。 
 
・キガリ市無収水対策強化プロジ

ェクト(2016.07～2019.06)に横浜

ウォーター参画 
 

◎(選定) 
実績もあり、援助方針の中で

も位置づけられている。ま

た、地方給水、首都給水双方

のプロジェクトを実施中。 

＜カメルーン＞ 
GNI：1,320 USD (2015) 
人間開発指数：153 位 (5/12) 
水分野での援助基本方針： 
特記なし 

 
特定の開発課題に含まれない案件として、草の根無

償による水と衛生のプロジェクトが実施された。

(2016 年 4 月) 

 
参加実績なし(※仏語圏) 

 
首都を含む大部分が注意勧告レベ

ル 1、国境付近等はレベル 2-4 と

なっている。 

△ 

実績はあるものの、援助方

針、事業展開計画で位置づけ

がない。 

＜ニジェール＞ 
GNI：390 USD (2015) 
人間開発指数：187 位 (12/12) 
水分野での援助基本方針： 
特記なし 

 
開発課題：「農業・開発」の中で 
「安全な水へのアクセス向上」及び「貴重な水資源の

活用を通じた農民の能力強化」が位置付けられ、無

償、 課題別研修が実施・計画されている。(2016 年

4 月) 

 
参加実績なし(※仏語圏) 

 
首都のみ注意勧告レベル 2、南部地

域はレベル 3、北部地域はレベル 4
となっている。 

× 

援助方針の中で明確な位置づ

けがなく、治安が不安定であ

る。 

＜ナイジェリア＞ 
GNI：2,820 USD (2015) 
人間開発指数：152 位 (4/12) 
水分野での援助基本方針： 
「都市部を中心とした社会開発の推進」の中で、上

水道の未整備、水供給の改善に向けた施設整備や技

術移転を通じて、生活環境及びビジネス環境の改善

に貢献するとしている。(2012 年) 

 
開発課題：「水資源」の中で水資源管理プログラムが、

「都市機能の改善」の中で連邦首都区基本サービス

向上プログラムが位置付けられ、技術協力、現地国内

研修が実施・計画されている。(2016 年 4 月) 

 
ガバナンス：水道法(2000 未制定)、水質基準

(2013)、国家戦略あり(2014 レビュー)、水道協会

的組織有り。 
人事：明確な選定基準有り／実際は無し、人材育

成制度有り／明確な定義なし。 
財政基盤：事業体によっては独立採算制、一般会

計より非独立、料金改定可、民間資金調達有／無。

 
首都を含む半分程度の地域がレベ

ル 2、北部及び北東部はレベル 3・
4 である。 
・ 連邦首都区無収水削減プロジ

ェクト(2014.10～2018.03)に横浜

ウォーター実施。 

△ 

実績、援助方針の中で明確な

位置づけがあるが、治安が不

安定である。 

＜ブルキナファソ＞ 
GNI：640 USD (2015) 
人間開発指数：185 位 (11/12) 
水分野での援助基本方針：特記なし 

 
特定の開発課題に含まれない案件として、無償、技術

協力、草の根無償による水・衛生分野のプロジェクト

が実施されている。(2016 年 4 月) 

 
参加実績なし(※仏語圏) 

 
首都を含む大部分の注意喚起レベ

ルは 1、ニジェール、マリとの国境

地域はレベル 2-4 となっている。 

△ 

実績はあるが、援助方針の中

で位置付けが無い。仏語圏で

あり日本側人材確保が困難。
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4－2 訪問先（ルワンダ）情報の整理  
 

１）対象国の概要14) 

 

① 地勢・気候 

ルワンダ国は東アフリカの内陸国で、北にウガンダ、東にタンザニア、南にブルンジ、

西にコンゴ民主共和国と 4 か国に囲まれる高原国である。国の大部分は高原地帯に位置し

ているため、平均気温は年中 19～22℃としのぎやすいが、日較差は大きい。首都キガリの

年平均気温は 20.5℃、年降水量は 1059.5mm となっている。 

 

 
図 4.1 ルワンダ位置図 

 

② 内政 

1962 年の独立以前より，フツ(全人口の 85%)とツチ(同 14%)の抗争が繰り返されていた

が，独立後多数派のフツが政権を掌握し、少数派のツチを迫害する事件が度々発生してい

た。1990 年に独立前後からウガンダに避難していたツチが主体のルワンダ愛国戦線がルワ

ンダに武力侵攻し、フツ政権との間で内戦が勃発した。1993 年 8 月にアルーシャ和平合意

が成立し、右合意を受け、国連は停戦監視を任務とする「国連ルワンダ支援団(UNAMIR)」

を派遣したが、1994 年 4 月のハビヤリマナ大統領暗殺を契機に、フツ過激派によるツチ及

びフツ穏健派の大虐殺が始まり，同年 7 月までの 3 ヶ月間に犠牲者は 80～100 万人に達し

た。 

1994 年 7 月、ルワンダ愛国戦線がフツ過激派を武力で打倒すると、ビジムング大統領(フ

ツ)、カガメ副大統領(ツチ)による新政権が成立。同政権は大虐殺の爪痕を乗り越えようと、

                                                  
13)ルワンダ基礎情報、外務省 HP(www.mofa.go.jp/mofaj/area/rwanda/data.html) 
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出身部族を示す身分証明書の廃止(1994 年)、遺産相続制度改革(女性の遺産相続を許

可)(1999 年)、国民和解委員会及び国民事件委員会の設置(1999 年)等、国民融和・和解のた

めの努力を行っている。 

 1999 年 3 月には、1994 年の虐殺以降初めての選挙となる地区レベル選挙(市町村レベル

より下位)を実施、2001 年 3 月には市町村レベル選挙を実施、2003 年 8 月には大統領選挙

が実施されカガメ大統領が当選。以後行われた上院(2003 年，2011 年)・下院議員(2003 年，

2008 年，2013 年)選挙の全てで、与党ルワンダ愛国戦線(RPF)が勝利した。 

 2000 年、中長期的国家開発計画である VISION2020 を発表，2020 年までに中所得国へ

の転換をめざし、「知識集約型経済の実現」などを掲げた。 

 カガメ大統領(2010 年の大統領選挙で再選)は汚職対策に力を入れており、他のアフリカ

諸国に比して、汚職の少なさ、治安の良さは特筆される。なお、ルワンダは女性が国会議

員に占める割合が 57.5%で世界一(2014 年 10 月現在)であり、上院副議長、下院議長の要

職を女性が占め、女性閣僚の割合は約 26%と、女性の社会進出が進んでいる。 

 2007 年には、ルワンダ独自の成長戦略である第二次経済開発貧困削減戦略(EDPRSII)を

発表し、最近の国家予算では、経済構造改革、農村開発、若年層雇用創出、公的説明責任と

いった分野に予算が重点的に配分されている。とりわけ経済構造改革を最重要分野として

いる。 

 

③ 経済 

農林漁業が GDP の 3 割以上、労働人口の約 8 割(2011，世銀)を占める。1980 年代は、

構造調整計画を実施し経済の再建に努めたが、内戦勃発以降はマイナス成長、特に 1994 年

の大虐殺で更に壊滅的打撃を受けた。その後、農業生産の堅実な回復(1998 年には内戦前

の水準を回復)、ドナー国からの援助、健全な経済政策により 1999 年までに GDP は内戦

前の水準に回復した。 

ルワンダ政府は、1996 年に「公共投資計画」を、2000 年に 20 年後の経済達成目標を定

める長期開発計画「VISION2020」を、2002 年には「貧困削減戦略文書完全版(F-PRSP)」

を、また、2007 年には、第 2 次世代 PRSP となる経済開発貧困削減戦略(EDPRS)を策定

し、これら戦略等を基軸とした経済政策を実施している。2000 年 12 月には、拡大 HIPC(重

債務貧困国)イニシアティブの決定時点に達し、2005 年 4 月に完了時点に到達している。 

世銀の「Doing Business(投資環境ランキング)2015」では、全世界 189 ヵ国地域中 46

位、アフリカ第 3 位、東アフリカ共同体(EAC)1 位という高い順位を占めている。 

 以下、ルワンダ国の社会経済指標について表に取りまとめる。 
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表 4.4 ルワンダ国の社会経済指標 

項目 内容 

1 主要産業 農業(コーヒー，茶等) 

2 GDP 82.7 億ドル(2015 年，世銀) 

3 一人当たり GNI 732 米ドル(2015 年，IMF) 

4 経済成長率 6.9%(2015 年，世銀) 

5 物価上昇率 4.5%(2015 年，IMF) 

6 総貿易額(2014 年，EIU) 
(1)輸出 7.23 億ドル 

(2)輸入 19.9 億ドル 

7 主要貿易品目(2014 年，EIU) 

 

(1)輸出 コルタン，錫，茶，コーヒー 

(2)輸入 消費財，中間財，資本財，エネルギー 

8 主要貿易相手国 (2014 年，

EIU) 

 

(1)輸出 中国，コンゴ民主共和国，マレーシア，タイ

(2)輸入 ウガンダ，ケニア，インド，中国 

 

２）対象国のセクターの状況 

 

ルワンダ共和国は長期開発計画「VISION2020」及び「経済開発・貧困削減戦略

2(EDPRSII)」において 2018 年までに全国の給水率を 100%とすることを目標として掲げ

ている(2000 年時点での給水率は 50%)。その為、ルワンダ共和国政府は都市給水セクター

を中心とした基礎インフラの整備・改修を最重要課題として捉えており、EDPRSII におい

て、老朽化した既存の浄水場の整備や新規浄水場の建設、送水網強化、配水管整備等が計

画されている。また、National Water Supply Policy (NWSP) が 2016 年 11 月に策定さ

れ、地方分権化の推進、財政確保のための調整、PPP の推進、援助協調の推進、水源への

アクセスが無い人口への対処が重要課題としてあげられた。この中で、水衛生公社(Water 

and Sanitation Corporation, WASAC)が中心となってマスタープランの策定、必要事業の

検討、及び必要予算を算出し、既存施設のリハビリや拡張、新規施設の建設を行うことと

位置付けられている。 

なお、包括的な援助の形態として主にサブサハラアフリカ諸国において取り入れられて

いる Sector Wide Approaches(SWAp)がルワンダにおいても取り入れられており、NWSP

において位置付けられている。これは、それまでの被援助国の実施機関と支援国もしくは

国際機関の個々の対話によるプロジェクトの実施という形態から、複数のプロジェクトを

組み合わせてプログラムを形成しての協力、更に同一セクターに関わる実施機関と担当省

庁、支援国、国際機関、NGO 等の協調によって、複数の機関によるセクター全体への援助

を行い、案件の重複や被援助国の負担を軽減しより効率的な協力を目指すものであり、リ

ードドナーは JICA となっている。具体的な活動として SWAp 事務局ウェブサイトによる

情報の共有だけでなく、定期的な Sector Working Group 会議や年に 1 度のジョイントセ

クターレビューを行っている。 



 
 

 
33

ルワンダの水セクターにおける体制を以下に示す。図からわかる通り水セクター開発に

おけるインフラ省の所掌は、政策の策定、WASAC の指導・監視であり、都市給水における

水道事業の実施機関はあくまで WASAC になる(図 4.2、図 4.3 参照)。 

一方で地方においては District もしくは District から委託を受けた民間会社が水道事業

の運営を行い(PPP スキーム)、WASAC の地方局が技術的なサポートを行う(図 4.2、図 4.4

参照)。民間会社が水道事業を委託するためにはライセンスが必要となり、公共規制局

(RURA)が定める基準に基づき、民間事業体にライセンスが付与される。 

現在地方給水の運営事業体が一つの郡の中に多数存在しており、顧客が少なく収入の小

さい事業体が多い。このため、十分な技術をもった民間事業体や、民間投資が期待できな

い状況にある。このような状況を改善するため、民間との契約内容の水準の向上、調達方

法、契約管理の改善等、ライセンス制度に関する新しいフレームワークの開発に取り組ん

でいる15)。 

 

 
 

図 4.2 ルワンダ水セクターにおける各組織の主な役割・責任16) 
 
                                                  
14)ルワンダ基礎情報、外務省 HP(www.mofa.go.jp/mofaj/area/rwanda/data.html) 
15)National Water Supply Implemention Strategy 2016 
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図 4.3 都市給水の体制17) 
 

 
 

図 4.4 地方給水の体制(Level 2) 
 

 

 

 

 

                                                  
16)National Water Supply Implemention Strategy 2016 
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法的監視



 
 

 
35

水供給の実態としては、首都キガリ市は急激な人口増加に給水施設の拡張が追いついて

おらず、水量の不足や断水により給水時間は 1 日平均 8 時間といった恒常的な給水制限を

余儀なくされている。既存の配水管は 1970 年代以前に敷設されたもので、配水施設の老朽

化が著しく、適切な維持管理も行われていない為、無収水率は 2015 年時点で約 40%程度

であった。インフラ省(MININFRA)の監督の下で主に都市部における給水事業を担ってい

る WASAC は、官民パートナーシップによる新規浄水場の建設計画及び、既存浄水場の拡

張計画により、キガリ市の水供給量を増やす計画を進めている。また、全国の都市給水網

のうちキガリ市が配管長で約 4 割(2500km)を占め、政府は増大する給水需要に対応する為

の配管網の整備・改修を計画しているが水供給増量の計画に比して実施が遅れている。 

また、地方給水においては谷底に位置する水源から標高差 200m 程度の尾根に集中する

住居へポンプ圧送する配管網給水システムが多いことから、運営コストが高く都市給水と

同等レベルの維持管理能力が要求されることが特徴となっている。しかし、多くの給水事

業体(Water Service Providers, WSPs)の技術レベルは低く、更に料金徴収も不十分である

ため、ポンプ等が故障すると予算不足から修理できずに放置されるケースも散見される。 

こうした中で、ルワンダ政府は従来地方分権の下で郡が行ってきた WSPs に対する支援

を強化すべく、2014 年より WASAC の地方給水局(Rural Water Services, RWS)が地方給

水を管轄することとなった。このように、維持管理の改善に向けた体制は整ってきてはい

るものの、WASAC RWS が果たすべき役割の整理や組織体制の整備、職員の能力強化等は

依然として改善の余地が残されている。具体的には、地方給水運営維持管理に関する国と

しての制度、基準、ガイドラインやマニュアル等が整備されていないため、一地域への協

力成果が他の郡や WSPs には波及しづらい現場となっている。 

 

表 4.5 ルワンダに対する給水分野の協力 
 

実施年度 名称及び内容 概要 

1983-86 東部生活用水開発計画調査 (開発調査) 旧キブンゴ県の地方給水計画策定 

1986 東部生活用水開発計画 (無償) 掘削機材調達、井戸建設 

1989-91 東部生活用水開発計画調査 (開発調査、F/S) 旧キブンゴ県の地方給水計画策定 

2005 キブンゴ県地方開発プログラム(プロジェクト形成調査) キブンゴ県案件発掘・形成 

2006 地方給水計画(1/3 期) (無償)  

2006 地方給水事業実施能力強化計画プロジェクト(専門家派遣)  

2007-10 イミドゥグドゥ水・衛生改善計画プロジェクト (技プロ) 東部県の給水施設運営維持管理 

2008-09 地方給水改善計画調査(開発調査) 東部県の給水 M/P 策定等 

2010 第二次地方給水計画(無償) 地方給水計画 2/3、3/3 期に予定さ

れていた施設建設 

2015-19 地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト(技プロ)  

2016-19 キガリ市無収水対策強化プロジェクト(技プロ) 横浜ウォーターが参画 
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また、WHO/UNICEF JMP のデータ18)によると、ルワンダは 2000 年から 2015 年にお

ける基本的な水源へのアクセス率が全体で 47.3%から 56.7%に、都市部では 73.2%から

77.0%、地方部では 42.4%から 48.5%変化している。また、都市部における安全な水源への

アクセス率が 26.0%から 36.4%となっており、全体でみるとより安全な水源へのアクセス

が向上している。都市部における人口が地方部の約半数であることを加味すると、2015 年

において安全な水源へのアクセス率は 13.5%であり、SDG6 の到達のためには多くの投入

が必要になるものと考えられる。また、JMP の結果は実態に即した数値ではないという指

摘もあることから現地調査において実情やデータの信憑性等を確認する必要がある。  

 

  

                                                  
17)https://washdata.org/data#!/rwa 
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4－3 現地調査の概要 
 

１）調査工程 

 

現地調査の日程は表 4.6 に示すとおりである。水道を所掌する MININFRA(インフラ

省)、全国の都市給水と村落給水を所掌する WASAC(水衛生公社)を中心に、時間の許す限

りの範囲でオフィスでのインタビューや現場の視察を行った。 

また、我が国の国際協力プロジェクトが複数実施中であったので、関係者のご厚意を得

て、現場視察や調査段取り等、多方面の支援をいただいた。 

 

表 4.6 現地調査日程 
 

日時 内容/面談先 目的 
12/09 (土) 
12/10 (日) 

23:50 
15:10 

羽田空港発、ドーハ経由 
キガリ空港着 

 

12/11 (月) 

8:20 MININFRA(インフラ省)訪問 表敬、インフラ省に関する情報収集 
10:00 カドボゴ地区(キガリ市内)訪問 無収水対策事業の状況視察 
14:00 

 
WASAC 訪問 
 

WASAC の活動全般、村落給水対応

についての情報収集 

12/12 (火) 

9:00 
10:30 
12:00 

WASAC 訪問 
ンゾベ浄水場訪問 
キミサガラ浄水場訪問 

WASAC の都市給水対応についての

情報収集、浄水場及び水質検査設備

等訪問視察 
15:00 Ntora 配水池訪問 都市給水改善プロジェクト視察 

12/13 (水) 

7:30 
9:00 

11:00 

東部県へ移動 
WASAC ルワマガナ支店訪問 
ムハジ浄水場訪問 

東部県ルワマガナの WASAC 支店に

て都市給水、村落給水管理について

情報収集、浄水場訪問視察 
13:45 
16:00 

 

Ayateke Star Company 訪問 
Nyankora Scheme(地方給水プロ

ジェクトの実例サイト)訪問 

村落給水の管理企業にて情報収集、

水源井戸等訪問視察 

12/14 (木) 

7:00 
9:30 

 
 
 

キガリへ移動 
キガリ市内送水管漏水現場視察 
WASAC ニャランボ支店(キガリ市

内)訪問 
カドボゴ地区(キガリ)訪問 

キガリの WASAC 支店にて都市給水

についての情報収集 

14:00 WASAC 資材倉庫訪問視察 都市給水の課題に関する視察 

12/15 (金) 
9:00 

10:30 
大使館訪問 
JICA 事務所等報告 

調査結果報告とルワンダ事情に関す

る意見交換 
16:20 キガリ空港発 ドーハ経由  

12/16 (土) 19:00 成田空港着  
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２）調査団メンバー 

 

表 4.7 ルワンダ調査メンバー 
 

団員 職位 備考 

牛尾 亮太 厚生労働省 大臣官房国際課国際保健・協力室 主査  

中村 大介 横浜市水道局 国際事業課担当係長(国際担当) 委員 

森本 達男 一般社団法人 日本水道工業団体連合会 上級アドバイザー 

(パシフィックコンサルタンツ株式会社 国際事業本部  
防災・水プロジェクト部長) 

委員 

山口 岳夫 公益社団法人 国際厚生事業団 技術参与 事務局 

 

 

３）訪問先 

 

 現地調査で訪問した対象およびその目的、概要等について以下に示す。国レベルの政策

については MININFRA の管轄となるが、WASAC が実務全般を集中的に取り仕切ってお

り、そのキーパーソンからの情報提供をいただけた点で情報収集は比較的行いやすかった。 

 また、現場視察では、浄水場等の運用状況、共同給水栓等の運用状況をはじめ、無収水

管理のプロジェクトの実施状況等について視察する機会をいただいた。 

 

表 4.8 現地調査時訪問先リスト 
 

対象 備考 主なインタビュー対象者 

MININFRA 
インフラ省 

国全体の水道事業を所掌。基

礎情報収集の方法や体制、水

道行政の今後の方向性につい

て調査する。 

Secretary Coordinator, 
Mr. Fidele NTEZIYAREMYE 

WASAC 
水衛生公社 
本部 

ルワンダ全国の都市給水を直

接担うとともに村落給水の管

理監督を行う。浄水場や水質

管理、送水配水の計画管理は

本部で担当している。ンゾベ

浄水場、キミサガラ浄水場等

を視察。 

Deputy CEO, WASAC  
Ms. Gisele UMUHUMUZA 

Director, Urban Water and Sanitation 
Service 

Mr. Methode RUTAGUNGIRA 
Unit Head of O&M, RWSS 

Mr. Emmanuel NIWENSHUTI 
JICA 専門家 黛氏 

WASAC ルワ

マガナ支店 
料金回収や漏水発見修繕など

の現場管理、地方給水の民間

企業の管理を担当。ムハジ浄

水場を視察。 

Rwamagana Branch Manager,CS 
 Mr.Sylver Gatera 

WASAC ニャ

ミランボ支店 
料金回収や漏水発見修繕など

の現場管理を担当。 
Nyamirambo Branch Manager,CS 

Ms. Saranda Catherine 
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対象 備考 主なインタビュー対象者 

Distribution Service Operator, Urban 
Water and Sanitation Services, 

Mr.KANAMUGIRE Noel 

Ayateke Star 
Company 

ルワマガナ等を担当する民間

水道管理会社で地方給水プロ

ジェクトのカウンターパー

ト。 

Managing Director 
Mr. Cyprien SEBIKWEKWE 

在ルワンダ日

本大使館 
我が国政府の代表、草の根協

力等を取り仕切る。 
宮下大使 藤本経協調整員 

JICA 事務所 
 

2014 年より水衛生セクターの

リードドナーを務める。 
JICA ルワンダ事務所 所員 籠田氏 

キガリ市収水

プロジェクト

オフィス 

WASAC 内にオフィス。H28
年より 3 ヵ年 WASAC に対す

る技術協力を実施中。 

協和コンサルタンツ 与田氏 
東京水道インターナショナル 高橋氏 
横浜ウォーター 桃薗氏 

キガリ市地方

給水プロジェ

クトオフィス 

WASAC 内にオフィス。H27
年より 4 ヵ年で東部県のモデ

ル 4 郡を対象に技術協力。 

国際航業 吉川氏、川本氏 

 

４）調査項目及びクエスチョネア 

 

現地調査で使用した質問票の概要は次に示すとおりである(実際に使用したのは英語版)。

調査目的に従い、1)では SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握を、2)では水道・

衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価のための項目を用意した。 

日本政府が実施している事業の評価指標としては、有償・無償資金協力においては裨益

人口や給水率、浄水場の処理容量の増加、年間の断水日数等が、技術協力においては無収

水率の向上、浄水処理コストの削減、人材育成の人数など、多様な指標が用いられている。

1)ではこれらと SDGs のインジケータの関係を念頭に項目を作成した。 
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表 4.9 現地調査時の調査内容 
 

区分 項目 必要な情報 質問内容 

1) 
情報

収集 

1-a) 水道普及率 人口の算出方法 

給水事業ごとの裨

益人口の算出方法

人口データ(センサス)は、誰がどのような方法、頻度

で収集しているか。水道等の普及人口は、誰が、ど

のような方法、頻度で収集しているか。 

1-b)接続世帯数

もしくは接続人

口 

給水事業ごとの接

続数の算出方法 
接続数は、誰が、どのような方法、頻度で集計して

いるか。接続数と世帯数の乖離はどう把握するか、

接続世帯数と接続人口の計算はどのようにするか。

1-c)給水時間 給水事業ごとの接

続数の給水継続時

間の算出方法 

給水時間の記録、地区ごとの切り替えがある場合は

そのプログラムはあるか。 

1-d)水道料金 給水事業ごとの水

道料金の決め方 
水道料金、設定の根拠等は明確か。 

1-e)水質基準達

成度 
水質把握の方法、

管理項目、頻度 
水質基準として検査をする項目、水質検査の頻度、

検査対象地点などは説明できるか。 

1-f)その他 その他(SDGsモニ

タリング関連) 
その他、SDGs のモニタリングに関与している組織

はあるか。あるいは注意すべき事項はあるか。 

2) 
重要

課題 

2-a)水道行政に

関する課題と日

本へのニーズ 

国家目標・計画、水

供給関連の法整

備、都市村落分掌

水道整備や村落給水の普及促進のための行政システ

ムや組織体制、水道法等関連法律の整備状況はどう

か。これらの行政システムの課題はあるか。 

2-b)都市水道に

おける課題と日

本へのニーズ 

都市給水の体制、

普及促進、NRW対

策、水質管理 

「無収水対策」「水質管理(塩素消毒)」等、都市水道

に関する状況や課題はどうか。日本・JICA への協力

を期待している課題・内容等はあるか。 

2-c)村落給水に

おける課題と日

本へのニーズ 

普及促進、地下水

汚染対策 
「村落給水の普及」「地下水汚染対策」等、地方給

水に関する状況や課題はどうか。日本・JICA への協

力を期待している課題・内容等はあるか。 

2-d)組織経営に

関する課題と日

本へのニーズ 

維持運営の改善、

トレーニングシス

テム 

施設の維持管理に関する技術・資金面からの現状と

課題、経営状況及び課題、技術人材の育成における

現状と課題はどうか。 

2-e)広報に関す

る課題 
料金収集、広報体

制、顧客との関係

構築 

広報の手段、顧客とのコミュニケーションツール、

苦情等のトラブル対応方法、日本のプロジェクトの

認知度合い等はどうか。 

2-f) 現時点での

最重要課題 

SDGs と政策目標

の関係、特に優先

すべき課題 

上記全般を含め、SDG6 の達成に向けて最も優先度

が高いと考える課題は何か。その対策として開発パ

ートナーに期待する協力内容は何か。 

2-g)人材育成及

び人事制度 
経営人材・水道人

材の確保と維持 

水道技術人材をどのように育成しているか、管理職

レベル及び技術者レベルの人員の雇用、昇進、資格、

報酬等を決定する制度はどのようなものか。 

2-h)他国からの

援助 
他国との関係構築 日本以外の国との関係や支援の現状はどうか。金額、

対象分野、関与の方法、スピード感等の点において、

日本が参考にすべき点があるか。 
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Questionnaire for “Study of International Cooperation  
in the Water Supply Sector” 

Topic Question 
1) Information collection 
The objective of this section is to know how the data for Joint Monitoring Program by 
WHO/UNICEF is collected in Rwanda and to obtain actual data 
1-a) 
Water coverage ratio 
in target area 

-Population in target area 
How population data (CENSUS data etc) are collected? Who is 
responsible of collecting them and how often it is revised? 
 
-Population served by water service 
 (In case of rural area, population covered by protected and safe 
water source) 
How the population served by water service is counted? Who 
collects the data in what way? How often the data is revised? 

1-b) 
Number of connection, 
population served 
(No. of household) 

- Number of connection 
Who counts number of connection to water service system? How to 
know the gap between Number of connection and household 
number obtained by census? How to calculate number of household 
connected, and population served?  
 

1-c) 
Hour of water supply 
(hours/day) 

How many hours per day is water supplied? Please provide us the 
record of supply hours, the scheduled program to switch distribution 
area and related information if there are any. 
 

1-d) 
Water tariff, tariff 
system 

What is the formula/method to calculate water tariff? Please provide 
us the regulation/guideline for fixing tariff if there are any, and 
explain if the method is clearly written. 

1-e) 
Water quality 
monitoring 

What is the status of water quality standards achievement? Please 
provide us the monitoring methods such as items for monitoring, 
frequency, monitoring points etc. 
Is the monitoring record stored? 

1-f) 
other 

If there are any other organizations/actors, who participate in the 
process of SDG6 monitoring, please specify the name of actor and 
their role in the process. 

>To be continued to next page 
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2) Priority issues 
The objection of this section is to understand current issues in specific areas, such as urban 
water supply, rural water supply, organizational management and public relationship, and aim 
to seek the possibility of further cooperation based on Japan's expertise. 
2-a) 
Issues related to 
water governance 
and needs for Japan’s 
cooperation 

How is the progress of expanding water supply network in urban area 
and rural water supply? What is the policy, governing system, 
institutional arrangement for implementation? 
What is the issue related to governing system of water supply? 

2-b) 
Issues related to 
urban water supply 
 

What is your current situation in terms of "Non Revenue Water 
reduction" and "water quality management"? Are there any other 
priority issues to be addressed? What do you expect from Japan's 
cooperation in tackling with those issues?  

2-c) 
Issues related to rural 
water supply 
 

What is your current situation in terms of "expanding rural water 
supply" and "groundwater contamination" in your area? Are there 
any other priority issues to be addressed? What do you expect from 
Japan's cooperation in tackling with those issues?  

2-d) 
Issues related to 
organizational 
management 
 

What is your current situation in terms of "Management 
improvement", "Operation and Maintenance of facilities" and 
"human resource development (especially technical human 
resource)" ? Are there any other particular issues to be addressed? 
What do you expect from Japan's cooperation in tackling with those 
issues?  

2-e) 
Issues related to 
public relationship 
and customer 
communication 
 

- What is the means of communication with your customers? How do 
you deal with complaints and other trouble with customers?  
 
- What is the perception of Japan's cooperation? Is it widely known? 
In your opinion, does Japan's cooperation have positive/negative 
impact? If so, what kind of impact does it have? 

2-f) 
Priority issues 
considering current 
situation 

In your opinion, what is the most important issue in achieving SDG6 
in your country? What kind of assistance do you expect from 
cooperation partners to deal with those issues? 
 

2-g) 
Securing human 
resource, its 
improvement 

- How do you recruit the head, management executives and technical 
experts in water utilities? How do you train and secure them in the 
organization? 

2-h) 
Assistance from 
other countries 
 

Are there any bilateral/multilateral cooperation partners other than 
Japan? If so, what is the characteristic and status of those assistance? 
Are there significant characteristics of those assistance? 
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4－4 現地調査の結果 
 

 現地調査の結果について、質問票の順に各インタビュイーの回答内容とその内容にもと

づいて以下に整理する。インタビューの詳細については資料編に示すとおりである。 

 

１）ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握 

ルワンダの現状について把握するための各種データについて、その収集と分析の体制を

意識してヒアリングを行った。ルワンダの場合、国家戦略が定める目標はやや現実とくら

べてかなり高めの目標が設定されているが、大統領のリーダーシップもあり実務はその実

現にむけて努力する様子が見られる。また、国の規模が小さいために WASAC が全国を統

括的に所掌していること、規制を担当する RURA がモニタリング組織として設置されてい

ること等から、データの収集体制は充分であり、精度的にも充分に信頼できるものと考え

られる。 

 

項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

1-a) 
水道 

普及率 

人口の算出

方法、給水

事業ごとの

裨益人口の

算出方法 

 (WASAC 本部 (HQ))2024 年までに普及率

100%という野心的な目標がある。普及拡張は

7 年の政府プラン、貧困撲滅戦略、国家戦略等

による。 
 (MININFRA)国家戦略研究所が国勢調査等の

社会情報の収集を行い、JMP に提出するレポ

ートの編纂も実施している。家庭調査は 4 年

ごとに実施されている。 
 (MININFRA) 水 道 に 関 す る 最 新 状 況 は

WASAC が年報を作成するジョイントセクタ

ーレポートに掲載される。 
 (WASAC HQ)人口データは 2016 年にアップ

デートされた。次はビジョン 2020 にあわせ

てアップデートされる。 
 (WASAC HQ)センサスは 2012 年だが 2014

年の統合家庭調査も基礎情報となっている。

 (WASAC HQ)現在の普及率は 85%程度だが、

新たに導入中の GISシステムと普及状況の連

携をチェック中。この GIS により顧客管理を

行いたい。メーター、ナンバー等すべてのデ

ータを管理したい。 

 (WASAC ルワマガナ支店(RW))都市給水の人

口普及率は接続数✕5 名で計算により算出す

る。 

 国家戦略で示された

普及目標は必ずしも

現実を前提に定めら

れたものではないが、

大統領のリーダーシ

ップもあり、実務者に

とっての目標として

の役割を果たしてい

る。 

 人口情報は 4 年に一

度のセンサスや家庭

調査等で適切に収集

されており信頼性が

高い。 

 給水人口は接続数に

平均的な世帯人口と

して 5 人を乗じて計

算で算出しておりや

や信頼性は低い。 

 

1-b) 
接続数 

 

給水事業ご

との接続数

の算出方法

 (WASAC HQ)公共水栓の裨益人口は推定によ

る。湧水、井戸等も同様である。 
 (WASAC RW)地方給水については 500m の半

径内の住民で計算していた。現在これを100m
にアップグレード中である。 

 各戸給水の接続数は

実数だが、公共水栓や

井戸等の接続数は推

定値である。 
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項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

1-c) 
給水継

続時間 

給水事業ご

との接続数

の給水継続

時間の算出

方法 

 (WASAC HQ)給水状況や水質のモニタリング

チームがあり地域をまわって状況をチェック

する。 
 (WASAC HQ)水がないとコールセンターに電

話がかかってくる。この情報を収集して毎朝

集計する。コンピュータに記録が残るので、

分析できる。 
 (WASAC HQ)地方部では各地方(District)が

プライベートオペレータの報告に基づいて給

水時間を見積もる。 
 (WASAC HQ)公共水栓は多くのケースではコ

ミュニティのプライベートオペレータに管理

されている。5～8 時間給水のところもある。

管理者が家に帰ってしまうので、午前 6 時か

ら午後 3 時とかの給水となる。 

 (WASAC RW)基本的に 24 時間給水だが、標

高の高いところには 16 時間程度の場所があ

る。水が出にくい場所は地形などから把握で

きる。 

 (WASAC ニャミランボ支店(NY))需要が増加

しており供給が追いついていない。日本の技

術や投資に期待している。高いところに水を

送るのが難しい。 

 (WASAC NY)現在は限られた供給能力をシェ

アしている。シェアプログラムにもとづいて、

週に 3 日ずつ供給している。これを少なくと

も 2018 年 12 月までに週 5 日にしたい。 

 (AYATEKE(民間業者))ここではトラブルがな

い限り 24 時間給水はできている。 

 給水エリア単位、公共

水栓単位での給水継

続時間はある程度実

態にもとづいて把握

することができる。 

 給水量が充分でない

一部値域で計画的断

水を行っており、現地

側も優先度が高い課

題と認識している。 

1-d) 
水道 

料金 

給水事業ご

との水道料

金の決め方

 (MININFRA)水道料金はルワンダの規制に基

づいて決定される。 
 (WASAC HQ)タリフプロポーザルを原価に基

づいて作成し MININFRA に上げ、議論を経

て RURA が決裁する。運営維持管理の事業権

(ライセンス)も法に基づき RURA が付与す

る。 
 (AYATEKE)料金は RURA が決めるが RURA

に対してネゴはできる。 
 (MININFRA)水道料金はOMコストのみカバ

ーしている。建設投資は公的資金。料金算出

のクライテリアはコンサルが使った 4 パラメ

ータの算式がある。その式で料金が決まる。

 (WASAC HQ)原価には給与、薬品、OM フィ

ー、電気代、物流費用、その他 VAT も加算さ

れるが、CAPECS(資産コスト)は今のところ

計上できていない。 

 料金体系、料金の決定

や改訂のプロセスは

明確である。 

 RURA という第三者

的な規制官庁が料金

水準とサービス水準

を監理監督しており

国民負担がモニタリ

ングされている。 

 2013 年に水事業運営

に必要な最低限のサ

ービスレベルに関す

る法律を作成してお
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項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

 (WASAC HQ)購買力、財務状況、等を考慮し

て提案し交渉するが、必ずしも提案どおり通

るわけではない。 
 (WASAC HQ)WASAC は全国で 1 つの料金シ

ステムだが都市か地方で料金制度が変わる。

公共水栓や世帯収入、地形、水道システムな

どの事情を考慮して変化する。 
 (WASAC RW)水道料金は全WASACで統一料

金だが、プライベートカンパニーでは給水方

法によって異なり、算式にもとづいて計算さ

れる。RURA のサイトにいけば料金表は入手

可能。 
 (WASAC HQ)料金は水を効率的に使用するた

めにプログレッシブタリフ(逓増制)になって

いる。 
 (WASAC HQ)水は基本的な人権なので料金設

定等は自由にはできない。 
 (WASAC HQ)水道料金は誰もが払える水準に

維持されている。ソーシャルタリフは 0－5 フ

ラン、公共水栓と同じで、配水量によって累

進料金となる。これは実質貧困層への支援で

ある。 
 (WASAC HQ)ジェリカン 20L がベースプラ

イス。自然流下なら 8 フラン/ジェリカン、デ

ィーゼルシステムならば 25 フラン/ジェリカ

ンといった塩梅。 
 (AYATEKE)各顧客は一人あたり 20L(ジェリ

カン 1 缶)最低 1 ジェリカンで課金される。 
 (WASAC NY)料金の支払い方法は、顧客の銀

行口座からオンラインで引き落とす方法、す

なわち携帯電話経由で支払う方法(モバイル

マネー)がある。 
 (WASAC NY)メーターは各戸についている。

公共水栓もメーター管理で、この支店だけで

105 箇所ある。 
 (WASAC NY)水が出ていないので支払わない

と等、支払いを拒む顧客もある。こういった

場合はネゴをする。月支払いの繰り延べを認

める場合もある。 
 (WASAC NY)料金を支払わない場合は給水管

を撤去する。 
 (WASAC NY)公的機関や病院等が水道料金の

支払いを猶予されたり拒否したりということ

はない。 
 (WASAC NY)全部同じ料金体系で、逓増制を

とっている。 
 (WASAC NY)盗水を見つけたら、10,000RF～

り19)、RURA ではこ

れをベースに民間事

業者や個人に対し、水

道施設の運営維持管

理を受託できるライ

センスを付与するこ

ととし、サービスレベ

ルの維持に努めてい

る。 

 累進性をとるなどの

工夫が見られる。 

 投資を含めたフルコ

ストリカバリではな

いが、その意義は認識

されている。 

 ルワンダの場合、

WASAC が全国の水

道を管轄しており、実

務者の能力も充分の

ため、情報の収集把握

が確実に行えると考

えられる。 

 WASAC 料金体系が

単一のため国全体の

料金水準の把握が非

常に容易である。(多

様な料金の様々な水

道事業がある場合、国

レベルでの水道料金

の負担水準を把握す

るためには統計処理

等が必要となる) 

 水道料金の単位がジ

ェリ缶あたりで計算

されている。 

                                                  
18)RURA HP(www.rura.rw/index.php?id=74) 



 
 

 
46

項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

30,000RF のペナルティがあり、これを支払わ

ないと刑務所に 6 ヶ月収監される。 

1-e) 
水質の

確保 

水質把握の

方法、管理

項目、頻度

 (MININFRA)水質はWASAC等の大きな水道

事業体で検査している。今後プライベートコ

ンストラクタもモニタリングできるようにす

る方向。現在体制構築のサポート中である。

JICA も水質検査キットを提供するなど協力

してくれている。 

 (WASAC HQ)ラボチームが水質の検査を担当

する。毎朝ラボがサンプリングし、水質をチ

ェックし、スタンダードにあっているかを調

べてレポートを作成する。問題があれば洗管

をしたりタンクをチェックしたりする。 
 (WASAC HQ)各浄水場はラボを持っていて、

水質の検査はそこで行なう。 
 (WASAC HQ)地方において、プライベートオ

ペレータに対する水質のチェックは WASAC
が実施する。 

 (WASAC HQ)レポートは RURA に送られ、こ

れが水質のモニタリングシステムになってい

る。 

 (WASAC RW)水質のチェックは毎日サンプ

リングをして実施、レポートにしている。 
 (WASAC RW)末端の水質は週に 2 回チェック

し、濁度、pH、残塩を確認する。 
 (WASAC RW)水質についてはキガリで日程

を決めてチェックしている。DISTRICT を通

じて対応指示を行なう。項目は WHO に準拠

している。 

 (AYATEKE)水質チェックは自分でもやるが、

基準を満たしているかのチェックは WASAC
が行なう。 

 (参考)JMP のソースデータとして、WASAC
からの情報として水質データが用いられて

いる。Benchmarking of utilities (ESAWAS, 
2013-2014) 

 水質検査は WASAC
のモニタリングチー

ムによって一元的に

実施されており、統制

がとれている。 

 水質データはモニタ

リングを担当する独

立の組織に送られる

ため第三者チェック

が機能しやすい。また

モニタリングの結果

が投資への判断に反

映される。 

1-f) 
その他 

そ の 他

（SDGs の

モニタリン

グに関連し

て） 

 (MININFRA)JMP レポートが UNICEF、

WHO との連携のもとで作成され、昨年レポ

ートが提出されたところである。オフィシャ

ルレターによるリクエストに対してレポーテ

ィングシステムに返答が届く。情報を集めた

あと、結果を分析して議論する。これには

JICA、UNICEF、WHO、AFDB、WATERAID、

WASAC 等全部の関係者が招待される。 
 (MININFRA)ビジョン 2020 の後継として、

 JMP レポートは省庁

の関与のもと各国の

専門組織との連携の

もとで作成されてい

る。 

 現行の後継となる国

家戦略の策定では明

確に SDGs との連携
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項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

2050 年のターゲットも策定中。ここで国家戦

略が SDGs に統合される。 

 (WASAC HQ)SDGs は大変にシステマチック

でわかりやすいがその実現は大変。改善され

た水質の水供給を毎日実現するなどは大変に

チャンレンジングな取組である。 
 (WASAC HQ)衛生についてはさらに野心的

で、現在各家庭のトイレの設置が 22%なので

チャレンジングなゴールである。 
 この実現のためには投資が必要。 
 (WASAC HQ)また、農業、公衆衛生等いろい

ろ統合的に進める必要があり、改善戦略に基

づいていろいろ改善しないといけない。 

 (JICA)質の面が重視されるのであれば、日本

ならではの部分があるのではないかとも感じ

ている。 

が盛り込まれる見込

み。 

 水供給だけでなく農

業その他の施策との

連携が意識されてい

る。 

 

 

２）イ：水道・衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価 

 

水道分野での国際協力について、水道公社へのインタビューや実施設等への訪問結果等、

多方面から実態を把握した。ルワンダにおける調査結果の概要を以下に示す。 

ルワンダにおける水道分野の課題は、過去に都度都度に整備され経年劣化した水道イン

フラの更新とそれを担う人的基盤の整備にあると理解されている。国家マスタープランの

策定や WASAC の会計独立にみられるように政策面の改善は着実に進展しているが、水道

料金が設備投資の資金を回収できる水準になく、資金調達が援助頼みとなっている点が根

本的な制約となっていると考えられる。 

一方、アフリカにおける国際協力への参加の視点で調査結果を俯瞰すると、ルワンダは

アフリカの中でも相当に優れた事業環境を有することが確認できた。さらに、アフリカ全

体の活動の拠点が設置されていたり、水道以外の分野との連携が指向されていたりと、こ

れからの国際協力のノウハウの獲得の面では非常に効果的な支援先であり、極めて魅力的

な支援先といえる。 

 

項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

2-a) 
水供給に

関 わ 法

律・行政 

国家目標・計

画、水供給関

連の法整備、

都市、村落の

政府分掌 

 (MININFRA) MININFRA は水セクター以

外も含めて開発全般を担当している。水セク

ターの目標はビジョン 2020 に示されてい

る。ビジョン 2020 の下に実施計画がある。

国家目標は実際の進捗度を踏まえて改定さ

れている。 
 (JICA 専門家) カガメ大統領の強いリーダ

ーシップの元、2020 年のターゲットに向か

って頑張っている状況。 

 国家戦略で示された普

及目標は必ずしも現実

を前提に定められたも

のではないが、大統領

のリーダーシップもあ

り、実務者にとっての

目標としての役割を果

たしている。 
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 (コンサルタント) 国家成長戦略はシンガポ

ールの支援で 2013 年に制定されている。ア

フリカのシンガポールを目指している。起業

のしやすさなどはその影響。 
 (WASAC HQ) WASAC には 2 つの役割があ

る。1 つめは水道事業を運営する主体として

水システム全体の拡充のための政府の政策

立案に関与すること。2 つめは政策に基づい

て実働を行なうこと、である。 
 (MININFRA) 水 道 普 及 の 意 思 決 定 は

MININFRA 主導で行なう。年次報告書にも

とづいて、浄水量、需要量のバランスをみて

普及拡張の選定を行なう。現在の普及率は

83%である。 
 (WASAC HQ) 建設資金は WASAC が申請

し建設も行なう。地方水道については建設後

に地方政府に引き渡す。プライベートカンパ

ニーは地方政府のもとで維持運営を受託す

る。 

 (WASAC HQ) 予算会計は独立している。 
 (JICA) 最近水道料金専用の会計口座がで

きたところで、大規模改修の資金をだすには

まだ不足ながら一歩前進。 
 (コンサルタント) 地方給水はDISTRICTの

管轄だが DISTRICT は地方省の管轄下にあ

り MINIINFRA の直接管轄ではない分若干

やりにくさもあるが、そこそこ連携はしてい

る。 
 水道料金については毎年見直しを行ってお

り、2016 年 12 月時点で、公共水栓について

は 323Rwf/m3 (約 0.39USD)、各戸給水につ

いては水消費量が 0～5m3/月については公

共水栓と同様 323Rwf/m3 (約 0.39USD)、6
～20m3/月では 331Rwf/m3 (訳 0.40USD)
等、水の消費量により単価が上がる設定とな

っている。 

 水道会計の分離はまだ

実現したばかり。 

 キガリ市については

WASAC が水道施設の

所有権及び事業実施権

を有するため、キガリ

市が直接水道事業に関

与することはない。 

 WASAC が全国の都市

水道の実務全般を取り

仕切る体制ができてお

り、全般には分掌がす

っきりしている。村落

給水は地方政府の分掌

のためこの点に若干の

齟齬はあるが支障をき

たす程ではない。 

2-b) 
都市給水

の体制 

 

都市給水の

体制 

普及促進、

NRW 対策、

水質管理 

 (WASAC HQ) WASAC は都市部ではライセ

ンスを有して水道事業の運営、すなわち施設

や管路網の OM 等を行なう。 
 (MININFRA) 水道の現状は WASAC が年

報で報告するのとあわせ、RURA がサービ

ス品質をモニタリングしている。 
 (MININFRA) これらに基づき MININFRA

が需要と供給のバランスを考慮して水道整

備を含む計画を策定、財務・経済計画省

(MINECOFIN) に提出し投資に反映され

る。 

 (WASAC HQ) 普及促進は WASAC の責務

 水道の普及は多面的な

要因を考慮して戦略的

に優先度を決定してい

る模様。 

 一方で既存施設の状況

が悪く、特に管路の管

理の悪さによる NRW
対策が重要な課題と認

識されている。 

 一方、投資は援助資金

をベースとした政府支
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である。市民の声と国家戦略をみながら、ど

こをアップデートするかを決める。需要も伸

びているので、戦略に基づいて拡張を行な

う。水系疾病の発生等も考慮する。 
 (WASAC HQ) 設備投資は政府が資金を投

入する。OM のコストは自分で給水収益から

回収する必要がある。 
 (WASAC HQ) 地方部もパイプ給水は

WASAC が直接運営している。 
 (WASAC RW) 布設や更新はWASACのHQ

が決定する。 

 (WASAC HQ) NRW は悪いところで 35%程

度、25%以下に下げたく、5 カ年のアクショ

ンプランを策定、JICA チームとのコラボで

対策チームを立ち上げている。 
 (WASAC HQ) NRW 対策としては、JICA や

日本政府、ADB 等の支援を経て、モニタリ

ングのための技術や機材を導入することを

希望する。継続的な改善を 2032 年までに行

なうための支援を要請したい。 
 (WASAC HQ) 管路管理の向上のために

GIS 企業と連携してマッピングシステムの

導入が進行中。GIS によりメーター、ナンバ

ー等すべてのデータを管理して顧客管理と

したい。これが終了したら SCADA システ

ム(配水管理システムのことか)を導入し、漏

水の発見等とも連動させて毎日使えるよう

にしたい。 

 (WASAC NY) 漏水対策としては古い管路

の更新を行っていきたい。40 年で管路を更

新する方針がある。 

 (WASAC NY) 漏水の見つけ方は主に 2 つ。

１：顧客が漏水を見つけるとコールセンター

に連絡をしてくれる。２：コマーシャルフィ

ールドオフィサー、すなわちメーターリーダ

ーがメーターの数値を見て判断する。 

 (WASAC NY)支部で管理している配水管の

最大口径は 300mm で、これ以上の大口径は

HQ が管理する。管種は PVC が中心、鋼管

や DCIP もある。漏水を見つけたら、水を止

めて修理をする。基本 2 日以内に対応を済

ませる。 

 (WASAC RW)最も大きい問題は NRW が

52%に及ぶこと(ルワンダで最も漏水が高い

地区)。材料がよくないのがその大きな原因。

出頼みであり、水道料

金での投資はできな

い。このことが管路の

更新や機能維持ができ

ない重要な原因と考え

られる。 

 さらに、資金がドナー

頼みによるために浄水

場整備や管路材料の品

質や規格がプロジェク

トごとにバラバラにな

っており、使用されな

いまま朽ちてしまった

材料が倉庫に山積みに

なっている。標準化の

ための取組が必要であ

る。 
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使っている管材料は、昔は AG(ねじ切り鋼

管)で現在は PVC。 

 (WASAC NY) 資材はウェアハウス(倉庫)に
保管しているが、ブランチにおいているのは

小さいものだけ。当座使用する 3 ヶ月分程

度。HQ にセントラルウェアハウスがある。 

2-c) 
村落給水

の体制 

普及促進、地

下水汚染対

策 

 (MININFRA) PRIVATE セ ク タ ー は

DISTRICT が管理していて、DISTRICT に

管理のための部署があり、そこを経由して

WASAC 
 に報告があがる。 
 (WASAC HQ) 地方政府が水道供給に責任

を負い、プライベートカンパニーが OM を

行なう。 
 (MININFRA) さらに、RURA が規制機関と

して、サービスの品質をモニタリングしてい

る。 
 (MININFRA) 水道インフラの管理に問題

があるのでプライベートオペレータのマネ

ジメントを改善する必要がる。 
 (WASAC HQ) 地方では給水施設の 40%が

機能していない。持続的に施設の維持運営を

行なうために、プライベートオペレータの管

理、モニタリングが大変大切である。 
 (WASAC HQ) WASAC は地方政府にガバナ

ンス、テクニカルのサポートを行なう。また、

建設事業に対しての予算の運営、水源開発、

井戸を掘る、浄水処理、雨水を利用する等、

様々なサポートをする。 
 (WASAC BR) プライベートカンパニーは

District の管轄なので指示を直接行なうこ

とはできない。また、投資の指示等は基本で

きない。この点に関する組織間の合意はな

い。 
 (AYATEKE) 業務の範囲は OM から料金回

収まで。設備投資は含まないが小修繕や小拡

張は行なうことがある。 
 (MININFRA) こうした情報を WASAC が

統合し、ジョイントセクターレビューにとり

まとめる。これが MININFRA を経由して、

MINECOFIN に提出される。 
 (大使館) 草の根無償で給水案件をあちこち

でやっている。南部で雨水タンクを設置した

りした。 
 (JICA) 水の防衛隊が活躍。東部県をかわき

りに活動している。地方ベースではまだまだ

水供給システムの維持ができていない。アヤ

テケくらいだと自己資金で小修繕もできる

 地方水道の維持運営は

プライベートカンパニ

ーに委託されており、

その能力向上が課題と

認識されている。 

 一方で、地方給水の改

善のための活動は多方

面において継続的に行

われてきている。 
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が、契約に含まれていないので出来る範囲で

やる程度にとどまっている。 
 (WASAC HQ) 水源の汚染リスクとしては

ヒ素、鉱山地域の水銀汚染がある。これらの

水源の汚染は環境省が担当しており、地下水

のモニタリングをやっている。塩水化した地

域では RO の使用もある。 
 (WASAC HQ) 地下水水質の管理では井戸

を掘ったときに水質分析を行なう。水質がダ

メな場合は他のところに掘る。井戸を掘った

あとのコンタミは井戸をプロテクトして防

ぐ。ラボテストの結果地方政府に問題があれ

ばレポートされる。 
 (AYATEKE) 水源のトラブルとしては井戸

の閉塞がある。実際に見学にいった村落給水

プロジェクト(ニャンコラスキーム)では井

戸を新たに掘った。ポンプが地下にあるので

メンテが難しくお金もかかる。直すときは

WASAC に支援を求める。 
 (WASAC HQ) 地下水の水量及び水質の問

題に対する知見が不十分で、どうマネジメン

トするか、どう開発するか、水質がどうなる

か、そういったことの調査研究がなされると

大変ありがたい。日本の技術に期待してい

る。 

2-d) 
維持運営

体制の改

善 

維持運営の

改善 

 (WASAC HQ) 施設の建設を WASAC が担

当した場合、維持修繕も WASAC が担当す

る。現在は 4 人のエンジニアでやっている

が、今後、27 人のエンジニアを 27 ディスト

リクトに配置する方向で、この 9 月にプロ

ジェクトがスタートし 1 月から動きだす予

定。 
 (WASAC HQ) ただ、地方政府のオーナーシ

ップ(自主性)を台無しにしたくない。技術的

な状況の改善についていろいろアセスメン

トは行なうが、地方政府の自主性は尊重する

方針である。 
 (AYATEKE)プライベートカンパニーの契約

は DSTRICT 単位で締結する。WASAC を

含む三者契約となっている。 
 (AYATEKE) WASACとは適宜ミーティング

を行っている。 
 (AYATEKE) 料金は会社の管理している水

道会計に入る。プライベートカンパニー同士

の合併等は可能。5 年ごとに再契約があり、

コンペが行われる。 
 (AYATEKE)配置されている職員数が施設ご

とに異なるが、これは施設の構成によるも

 WASAC の体制の整備

は継続的に行われてい

る。 

 プライベートカンパニ

ーの選定手続きは一定

の透明性を伴ってい

る。 
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の。例えばポンプが沢山配置されているとオ

ペレータが沢山いる。配置する人数は会社の

部長が決める。 
 (AYATEKE)PI で管理されているのは基本

的に修繕時間のみ。 
 (JICA 専門家) WASAC では幹部職員に汚職

の嫌疑をかけられ大量に退職した経緯があ

る。ただし嫌疑をかけられた基準は今ひとつ

よくわからない部分もある(明らかに懐にい

れているような感じはなかった)。裁判は公

正に行われる。幹部人材が一斉に職を追われ

たため現在の幹部には大きな負荷がかかっ

ている。 
2-e) 
顧客対応 

料金収集、広

報体制、顧客

との関係構

築 

 (WASAC NY) WASAC には 20 支店があり、

キガリにはそのうち 6 支店が配置されてい

る。 
 この支店には管路維持、会計、検針・接続管

理、集金の 4 つの部がある。 
 (AYATEKE) 公共水栓には管理者がいる。会

社の人ではなく近隣の住民のことが多い。 
 (WASAC HQ) 水がないとコールセンター

に電話がかかってくる。この情報を収集して

毎朝集計する。コンピュータに記録が残るの

で、分析できる。 
 (WASAC NY) 顧客とのコミュニケーショ

ンはコールセンター経由で収集している。 

 (AYATEKE) クレームは WASAC のコール

センターがまとめて受ける。 

 (WASAC HQ) コールセンターに連絡がく

る件数は凡そ一日 200 件程度。ただしこれ

は、水が出ないだけでなく様々なクレームを

含んでの数字である。中にはプロジェクトへ

の抗議も含まれることがある。 
 (WASAC HQ) コールセンターのほか、テレ

ビ、ラジオ、SNS 等で広報を行なう。水道

利用者のコミュニティとのコミュニケーシ

ョンはいいシステムだが運用はチャレンジ

ングな取り組みである。 
 (WASAC HQ) ホームグラウンド、コミュニ

ティワークによって、すべてのコミュニティ

にコミュニケーションをとる。特に地方部で

は地方ウォッシュボードがあり、地方レベル

での水や衛生の問題をとりあげる。各地方政

府(District) が問題提起をする。それより下

のレベル、町単位でも問題提起は実施してい

るが、これはチャレンジングな取り組みであ

る。 

 顧客からのクレームを

吸い上げる仕組みが運

用されている。 

 情報発信のための多面

的な活動が行われてい

る。さらに、顧客の声を

吸い上げるための特徴

的な活動が行われてい

る。 
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2-f) 
SDGs の

ための取

り組み 

SDGs と 政

策目標の関

係、特に優先

すべき課題 

 (MININFRA) インフラの持続や品質管理

に問題がある。そこでプライベートオペレー

タにマネジメントの改善をさせる取り組み

を行っている。水量管理や既存施設のマネジ

メント等の側面においてここに充分なキャ

パシティがないのが問題である。 
 (MININFRA) もう一つ直面しているのが

フィナンシャルリソースの不足。MDGs に

達しようと思ってもその資金がない。ルワン

ダでは水衛生分野では 100 百万 USD が

MDGs 達成に必要と見積もられていたが、

さらに SDG 達成のためには 289 百万 USD
が必要と試算されている。 

 (WASAC HQ) 投資(インベストメント)が必

要。また、農業、公衆衛生等いろいろ統合的

に進める必要がある。 
 (WASAC HQ) 出資者の興味を引くために

は大規模なプロジェクトが好まれる。ブレン

デッドファイナンス(※金利の異なる様々な

資金を混ぜる方法)でいろんな投資家を呼び

込み、インフラ部分、ソフト部分の整備を進

める。 
 (MININFRA)財源不足に対峙するために革

新的な財政手法に期待している。民間資金も

その一つで、特に、ホームグラウンドソリュ

ーションコミュニティという取り組みでは、

民間セクター、投資家、開発銀行の類、商業

銀行等に支援を要請している。これにより世

帯が水道を引くときの負担金を借入ができ

るシステムを作った。 
 (JICA)投資は RDB が窓口になっているが、

RDB は、呼び込みはするがフォローはしな

いとルワンダ国の監査で指摘されている。事

後のフォローアップに問題がある状況。 
 (WASAC HQ)日本からの支援への希望とし

ては、1 つめは厚労省からの知見、技術や投

資の支援を迅速にいただけるとありがたい。

2 つめは管理の側面。キガリのマスタープラ

ンはクリティカルに重要であり、投資パッケ

ージの獲得のため、交渉の支援をしてもらえ

ればありがたい。 
 (WASAC RW)要望事項としては。管網を新

しい管材料に更新したい、普及拡大したい、

NRW 対策がやりたい。特に人材育成のため

のトレーニングに期待している。其の意味で

もキガリでのパイロットプロジェクトの結

果に期待している。 

 取り組むべき課題は、

投資の獲得と整備済イ

ンフラの品質管理理解

されている。 

 投資を誘引するために

大規模なプロジェクト

の組成を考えるなど、

民間資金を誘引するた

めの工夫も考えてい

る。 

 一方で、マイクロファ

イナンス的な取組によ

る世帯向けの資金支援

も実施している。 

 インフラの品質管理の

問題も、本質的には場

当たり的な投資がその

根源にあると考えられ

る。 

 このように、料金制度

の制約のなかで工夫を

しているが、水道料金

から設備投資の資金を

回収できないなかでの

普及促進は基本的に援

助頼みであり、資金不

足が制約となって維持

のための投資が難しい

という壁に直面してい

る。 

2-g)人材

育成及び

経営人材・水

道人材の確

 (WASAC HQ) 人材の採用システムはオー

プンでスキルによる試験がある。ニュースや

 対応してくれた職員の

能力や JICA プロジェ
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人事制度 保と維持、ト

レーニング

システム 

ウェブサイトで人材の募集をかける。告知期

間は 2 週間以上。応募者が基準に合致して

いるかをTORに基づいて評価し試験と面接

で選抜する。 
 (WASAC HQ) 充分な人材は確保されてい

るかと言われると、必要最低限の人数ではあ

るが全体としては確保できている。最低限の

人数が決まっていて、スタンダードがある。 
 (WASAC HQ) 人材育成トレーニングはス

キルインプルーブメントプログラムによる。

これは JICA 等の協力も得て開発している。 
 (WASAC HQ) 地方では地方自治があるの

で採用できる人数に制約がある。法律で定員

が決まっていてモニターされている。これは

アフリカ開発プログラムに基づくもの 
 (WASAC HQ) WASAC だけでなく各種ステ

ークホルダーはすべてこの管理で人材確保

を行っている。 
 (WASAC HQ) 海外でのトレーニングを含

む地方部水道のオペレーションの教育訓練

をプライベートオペレータに対して実施中。 
 (WASAC HQ) 人材育成についての新しい

ガイドラインを開発中。 
 (WASAC HQ) モチベーションの確立のた

めには、目標の達成、給料が重要。モチベー

ションの維持のための活動も行っている。 
 (コンサルタント) 幹部人材が忙しすぎるこ

とが進行に支障することもある。 
 (コンサルタント) トップダウンから地方分

権に取り組んでいるがあまり進んでいない。

専門人材の確保が不十分であり、故に現在推

進中の技プロがある。 

 (AYATEKE) トレーニングシステムは OJT
程度しかない。 

 (AYATEKE) 辞めた人がでたら大学等にリ

クルートの募集を出す。 

クト関係者のコメント

からみて、採用と選抜

のシステムは適切に機

能しているとみられ

る。 

 人員が抑制ぎみである

点がプロジェクトの進

行に支障となる例もみ

られるが、一方でこれ

は定数管理がしっかり

行われている結果でも

ありプラスの評価もで

きる。 

 人材育成についてはま

だまだ途上ではある

が、人材基盤が比較的

しっかりしていること

から、今後の技術協力

が奏功するものと期待

できる。 

2-h)他国

からの援

助 

他国との関

係構築 

 (JICA) リージョナルな協力とグローバル

な協力の関係が重要。アフリカ域内での協力

の展開が必要だが、JICA もまだまだ出て行

けている感じがしない。取り組みが必要な段

階。 

 (JICA)  2016 年の 9 月に SDG センターが

できて今年度は高等教育から活動を開始し

たところで、アフリカ全体を管轄している。

JICA も支援しているので関与可能。アフリ

カでの活動を考えるのであればぜひ活用し

 ルワンダ一国だけでは

なく、アフリカ全体を

管轄する SDG センタ

ーが置かれている事実

は、ルワンダ政府の実

務能力が高く評価され

ていることの証左と考

えられる。 

 援助機関の間での調整

が機能する仕組みがあ
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項目 必要な情報 調査結果 整理と備考 

てほしい。 

 (大使館) 過去の経緯に責任がない日本は関

係を構築しやすい。国民性もまじめで恥ずか

しがり屋と、日本人と似たところがある。経

済成長も顕著で人件費も安価である。 
 (JICA) ルワンダは援助先としても有望な

ため、支援機関間で競争となっている。ルワ

ンダでは特にスピード感も大事。ルワンダが

生き急いでいるという部分もあるが。トルコ

企業等と比べられても遅い。日本は慎重に審

査します、では通用しない。ドナーにあわせ

てスピードをあげる必要がある。ビジネスは

スピードである。 
 (JICA) ビジョン 2020 が 2022 へと延伸さ

れたりと変更はされたりするが、ルワンダは

ドナー調整、ドナー間協調がしっかりしてい

るので、セクター分野ごとのミーティングの

機会がある。各ドナーも自分たちのポジショ

ンがわかっている点で仕事はやりやすい。 
 (JICA専門家) ルワンダは JICAにとっても

重点国で、セクターワーキンググループが設

定されている 
 (大使館) TICAD ではサクセスストーリーを

示すことが大切。アフリカ中すべての仕事を

紹介できるわけではないので、サクセススト

ーリーをもって提示するのがよい。その意味

でルワンダはよい場所であろう。 
 (JICA) 現在、2019 年の TICAD7 に向けて

玉出し、つまり日本の協力事例について準備

をしているところ。TICAD との連携が大き

なものがある。どのくらい関係があるかとい

う問題はあるが、意識してもらえればありが

たい。 
 (JICA) 人口密度が高くアフリカの中では

比較的取り組みやすい。カンボジアなみの人

口がいる。比較的水はある。人口密度が低い

国に比べれば水道のプロジェクトはやりや

すい。ルワンダはアフリカを知ってもらう入

り口としてはいいだろう。 
 (大使館) 一方でやはりアフリカに共通する

感性なり感覚なりは存在する。特に時間にル

ーズ。ただし約束は必ず守る。新しいもの好

き(製品や技術等をとりいれたがる)の側面

もある。 
 (JICA 専門家) ルワンダ人はアフリカ人ら

しいさっぱりした性格、アジア人のような帰

属意識があまりない。タンザニアはもっと明

るいがある意味厚かましい。内陸国と海のあ

る国での違いがあるかもしれない。 

る点はプロジェクトの

進行において有利と考

えられる。 
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第5章 調査結果 
 

5－1 重点的に取り組むべき項目に関する検討 
 

本章では、今回の海外調査結果を踏まえ、第 3 章にて示したア，イ，ウの項目にあわせ

て整理を行なう。 

具体的には、ルワンダを訪問した結果をもとに、「ア：SDGs のインジケータを意識し

た各国事情の把握」と「イ：水道・衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価」について

とりまとめる。さらに、これらの結果と、過年度の調査において訪問したラオス、カンボジ

アの状況について比較する形で、「ウ：関係構築が不十分な地域への展開」に関する観察結

果を展開する。 

なお、本章において表 5.2 に、重点施策の視点からみた各国・地域の現状をとりまとめ

ているが、表中の「アフリカ全般の状況」は主に JICA の活動内容からの視点で記述して

いる。他の開発パートナーの活動も踏まえ、客観的にアフリカ全般がどうなのかについて

は十分な情報を引き出せるソースが不足しており、今後そのような情報ソースが提供され

ることが期待される。 

 

１）ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握 

  

 ここでは、SDGs のインジケータのうち、目標 6.1:「2030 年までに、すべての人々の、

安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。」について検討する。 

WHO/UNICEF による SDGs インジケータの算出は、MDG において実施されたモニタ

リングを精緻化する形で行われる方向であり、タスクフォースである JMP がその実務作

業を担っている。 

JMP 等の各種レポートなどの算出根拠を確認すると、基本的に、各国に派遣されている

専門家等の支援のもとで、情報を所掌している当該国の省庁を経由したヒアリングを行っ

た結果と、対象国が独自に実施もしくは WHO／UNICEF オフィスによるローカルコンサ

ルタントや NGO・研究機関等の調査機関への委託により実施される各戸調査の結果とを比

較したうえで、後者による検証に問題がなければ前者を採用する方式が取られている。 

一方、多くの国では当該国の省庁に情報収集能力が充分にはなく、特に地域レベルでの

データは調査時期が古かったり、直感的な見積りに依存したりしていると指摘されている。 

このような認識のもとで、ルワンダでの調査結果、さらに、ラオス及びカンボジアでの

同項目についての状況についての情報を比較すると表 5.1 のようになる。 

総じて、ルワンダの情報収集の体制は充分に進歩的であり、情報の精度についても算出

根拠も含めて信頼できる。ルワンダが比較的小規模な国であり地方分権しつつも WASAC

が全国を統括していることの効果が大きいが、ラオスやカンボジアと比較しても、より信

頼できるデータが提供されている可能性が高いと判断される。 

一方で、ルワンダ以外の国も含めて考えれば、十分情報管理はできていないと考えられ、

今後、この部分での活動の強化が必要となってくると考えられる。 
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表 5.1 重点施策の視点からみたルワンダとアジア 2 か国（ラオス・カンボジア）の現状及び比較 

項目 ルワンダ ラオス カンボジア 考察 

モニタリン

グを所掌す

る体制 

 

 

総人口：統計局 

給水人口：統計局、財務経済計画省、保健省等の

社会調査関連省庁 

 

省庁による国全体の給水人口のモニタリング

フレームワークは確立していないが、国の規模が

比較的小さく、WASAC が水道の実務を、RURA
がモニタリングを一元的に管理しているため、情

報収集は行いやすい状況にある。 

また、センサス以外にも家計調査や様々な社会

調査が行われており、その中で給水人口に関わる

情報も集計されている。ルワンダの国家政策では

総合世帯状況調査(EICV)の給水率を参照してお

り、JMP もこれを採用している。 

国家戦略で示された普及目標は必ずしも現実

を前提に定められたものではないが、大統領のリ

ーダーシップもあり、実務者にとっての目標とし

ての役割を果たしている。また、MININFRA は

次回の国家戦略の目標に SDGs の視点を取り入

れていく方針であり、開発パートナーと協調し、

SDGs を考慮した水と衛生に関する管理情報シ

ステム(WASH MIS)の構築に取り組んでいると

ころである20)。 

総人口：計画・投資省統計局 

給水人口：計画・投資省統計局 

 

 

国家として給水率に特化したモニタリングフレー

ムワークは確立していないとされている21)。JMP で

は、センサスやその他、社会調査結果を用いているが、

ルワンダ、カンボジアと比較し、社会調査の頻度が少

ない。 

都市給水に関しては各県が年次報告書を作成して

上下水道事業を管轄する公共事業運輸省に提出、これ

が取りまとめられることになっている。しかし、各県

から上がってくる報告書のデータの信頼性は低い22)。

このような状況を改善するため、JICA 技術プロジェ

クトにて各地の実情の調査と改善の取組みが行われ

たところである。 

JMP では社会調査が行われていない年については

前年までの給水率の傾向から回帰分析により予測値

を出しているが、ラオスについては活用できる社会調

査が少なく、予測値による年が多い。 

このように、水セクターにおけるモニタリングフレ

ームワークは不完全であり、モニタリングに利用可能

なデータの多くは信頼性が低いと考えられる。 

総人口：計画省統計局 

給水人口：工業手工芸省(都市給水) 
 

 

カンボジアでは都市給水は工業手工芸省(MIH)、村落

給水は農村開発省が所管している。以下、都市給水に関

する情報。 

 

省令により水道事業者に給水率など幾つかの主要な指

標値を MIH に報告するよう義務付けている。13 の公営

水道からはある程度信頼性のある報告がなされていると

考えられる。一方、民営水道事業者は、その総数が完全

に把握されているわけではないが、ライセンスを受けて

給水している事業者が約 200、無ライセンスの事業者は

250 を超えており、報告の状況には大きなバラつきがあ

ると思われる。 

 

JMP では、センサスやその他、社会調査結果を用いて

いる。 

国家的なモニタリングセンサス、その他社会調査結果

を用いるため、モニタリング結果の算出に時間がかかり、

結果を年次レビュー、年次計画に反映することができな

いとの指摘がある23)。 

JMP のモニタリングは、社会調査の情報を用いて、

MDG、SDG の定義に則した給水率24)に算出しなおして

いる模様。 

ルワンダのモニタリングシステムは比較

対象としたアジア二カ国と比較しても充分

に体系的であり、更新の頻度も充分である。

SDGs との連携も視野にはいっているなど

充分に先進的な水準である。 

また、ルワンダはアフリカの中でも IT 先

進国であり、モニタリングにおいても積極

的な IT 技術の活用を目指している。 

これに対して、ラオス、カンボジアでは以

前、地方からのデータの収集について質と

いう点で課題がある。 

またラオスについては国が行う社会調査

の頻度が少なく、2015 年までの MDGs にお

いては、活用できる社会調査結果を得られ

らない年がある等、全体的に情報収取体制

が整っていない。 

給水率25)※ 

 

＜JMP の結果(2015)＞ 

6,584 千人(都市部:2,574 村落部:4,010) 
／11,610 千人(都市部:3,345 村落部:8,265) 

＜JMP の結果(2015)＞ 

5,472 千人(都市部:2,409 村落部:3,063) 
／6,802 千人(都市部:2,627 村落部:4,175) 

＜JMP の結果(2015)＞ 

11,679 千人(都市部:3,090 村落部:8,589) 
／15,578 千人(都市部:3,228 村落部:12,350) 

ルワンダの経済状況はラオスと同等の水

準、人口ではラオスとカンボジアの中間程

度で比較対象としては妥当と考える。 

住人口、 

給水人口、 

接続数 

人口情報は 4 年に一度のセンサスや家庭調査

等で適切に収集されており信頼性が高い。給水人

口は接続数に平均的な世帯人口として 5 人を乗

じて計算で算出しており、やや信頼性は低い。各

戸給水の接続数は実数だが、公共水栓や井戸等の

接続数は推定値である。 

2015 年に人口センサスが実施され、村長にインタ

ビューをして村落ごとの人口を調べた。センサス後の

人口は増加率等を利用して算出している。 

給水人口は、用途別域の一般の世帯あたり人口に水

道の接続数世帯で計算している。接続数は把握されて

いる。 

1998 年に 36 年ぶりの人口センサスを実施。2008 年には

日本の支援で第 2 回人口センサスが実施された。次回は

2018 年の予定。 

http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/cambo3.htm 
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/census08.htm 
公営水道事業体の場合、接続数は顧客リストから把握す

ルワンダの人口調査は 4 年に一度と我が

国の 5 年に一度よりも頻繁に行われている。

ラオスは 10 年に 1 度のセンサスを行って

おり、その他社会調査の頻度もルワンダに

比べ低い。カンボジアもラオス同様に 10 年

に 1 度センサスを行っているが、その中間

                                                  
20) Water and Sanitation 2017/2018 Forward Looking Joint Sector Review Report, www.mininfra.gov.rw/index.php?id=233 
21) Water Supply and Sanitation in Lao PDR, https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-LaoPDR-WSS-Turning-Finance-into-Service-for-the-Future.pdf  
22) Water Supply and Sanitaion in Cambodia (2015)  
23) Water Supply and Sanitaion in Cambodia (2015)  
23) 給水率：「基本的な水源を利用できる人口」／「全人口」として全国(都市部、村落部)とした。 
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項目 ルワンダ ラオス カンボジア 考察 

ることができる。給水人口は、概ね接続数に 1 接続あた

りの平均的な使用者数を乗じて求めている。民営水道事

業者に対して MIH は、WB の支援で導入したデータベ

ースシステム「WSMS」に諸データを入力するよう指導

している。このため、すべての民営水道事業者ではない

ものの、「WSMS」で接続数などの情報が確認できる。 

にセンサスの補完調査が行われており、ま

た、毎年国による社会調査も実施する等、社

会調査は十分な頻度で実施されている。 

給水時間 給水エリア単位、公共水栓単位での給水継続時

間はある程度実態にもとづいて把握することが

できる。給水量が充分でない一部地域では計画的

断水を行っている。 

都市給水の普及率は全国で約 20%と低いものの、そ

のほとんどで 24 時間給水が実施されている。 

 

公営水道は原則 24 時間給水であるが、需要が集中する

時間帯に一部不出水となる区域はある。(2017 年現在) 

給水時間の把握は我が国にノウハウのな

い部分であるが、断水しやすいエリアが把

握できるために比較的正確な時間が計測で

きる。 

水道料金 料金体系、料金の決定や改訂のプロセスは明確

である。WASAC 料金体系が単一であり、国全体

の料金水準の把握は容易である。プライベートカ

ンパニーでは給水方法によって異なり、算式にも

とづいて計算される。RURA のサイトにいけば

料金表は入手可能である。投資を含めたフルコス

トリカバリではないが、その意義は認識されてい

る。 

タリフポリシーは各県にある。 

料金は比較的まじめに支払う国民性である。 

 

 料金体系は各水道事業体によって異なる。 

料金の決定や改定のプロセスは省令で定められている

が、最終的には MIH による承認が必要である。 

なお貧困層対策として、MIH の通知により、すべての水

道事業者は 0~3m3 は浄水原価で給水するものとされて

いる。(2017 年 5 月から適用) 

 

ルワンダの場合、水道料金は全国的に統

一的な水準となっているほか、RURA が全

体を統括しているため負担水準の把握が容

易である。 

水質管理 水質検査は WASAC のモニタリングチームに

よって一元的に実施されているほか、モニタリン

グを担当する独立の組織において第三者チェッ

クが行われている。 

2010 年から ADB の支援で、全国の水質データを

中央に集める仕組みがつくられ、水質担当のオフィス

が公共事業運輸省(MPWT)に設置された。水質規制委

員会が水質基準を管理している。 

2016 年段階では WHO の水安全計画ガイドライン

を準備したところで、トレセンを中心にノウハウの展

開、人材の育成に取り組む方針である。 

省令で国家飲料水水質基準が定められており、すべて

の水道事業者はこれに従うこととされている。 

13 のうち 10 の公営水道事業者は水質試験室を有してお

り、水質基準に沿った水質管理が行われている。民営を

含むその他の水道事業者に関しては、小規模な事業体も

多く、予算不足などにより適切な水質管理が行われてい

ない場合もある。 

 

水質管理のための組織や機材は充実して

いる。人的な能力については把握できてい

ないが、一定の検査が行われている様子は

確認できる。 
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２）イ：国際協力の重点施策について 

 

昨年度調査において重点施策に関して「無収水対策」、「水質管理(都市水道)」、「村

落給水」、「無機性地下水汚染対策」、「技術人材の育成」、「経営改善」、「維持管理

の向上」、「広報」が挙げられており、ラオスにおけるファインディングも整理されてい

る。これらの情報を、ルワンダにおける調査結果をアフリカにおける一つの事例として、

現地調査で収集した情報に基づいて各項目の現状および一般的な水道事業の状況や課題を

整理すると表 5.2 のようになる。 

現地側が最も重要視している都市水道の無収水対策、さらにその取組に必要な人材の育

成のプロジェクトが推進されている状況であり、成果をあげつつあることが確認できた。

村落給水についても人材育成のための体制づくりが急ピッチで進められているほか、水質

管理の体制や顧客への情報提供等も、比較対象としたアジアの例と遜色ない水準であった。 

一方で、水道施設の維持管理体制は不十分であり、さらにその基盤となる適切な経営と

料金設定についても改善の余地がある。 

特に、ルワンダにフォーカスした場合、水道分野での支援において検討すべき事項を以

下のように整理する。 

 

 水供給に関わる法律体系や行政組織の構築は着実に進捗している。水質管理の水準に

ついては観察した範囲で比較的しっかりとした体制を有している印象であった。ルワ

ンダはアジア諸国と比較しても十分優れた行政機構を有し、経済発展の入り口段階ま

できている状況は統治機構が機能していることにもその理由の一旦があると感じられ

る。 

 都市水道の無収水対策は現地側では最も重要な課題と認識しており、現在我が国の支

援によりその対応に着手したところであるが、執行体制や現地人材の教育は着実に進

められており、今後成果を上げていくものと期待される。無収水対策はアジア諸国で

も重要な取組であり、我が国の国際協力の経験が活きる分野でもある。 

 村落給水についても人材育成のための体制づくりが進められている。取組の実績とし

てはアジアよりも先行している部分もあるが、これはアフリカ地域では村落給水のニ

ーズが大きいためで、さらなる注力が必要と考えられる。無機性地下水汚染への対策

等の水質管理の側面も視野に入れた継続的な取組が必要と考える。 

 維持管理体制の構築については改善の余地がある。ルワンダ側では概ね維持運営能力

の不足と資金不足が課題と認識しているが、維持運営を効率的に行うためには、人材

育成や資金だけでなく、ルワンダの事情にあった水道技術や資機材を整理し、「技術

指針の策定」や「資機材の標準化」に取り組むべきである。現在の多様で統制がとれ

ていない水道技術の状況をそのままにしていては、人材育成や効率的な施設整備は困

難である。 
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 具体的には、今日の最新の技術事情も踏まえてルワンダにおいて使用する技術や資

機材の品質を吟味し、ある程度絞り込んで、技術基準や規格として形式知化する。こ

れによって、維持管理性が大幅に向上し、習得しなければならない技術が減ることで

人材育成も効果的に進められるようになる。 

 現在の状況は、投資がドナー頼みで物流が未整備な段階ではストックを多めにもつ

こともまた必要でり、必然であった。しかし、ルワンダはもう次の段階を見据えてよ

いところまで来ていると考えられる。アジアでも同様の問題は発生しうるが、ラオス

はその前段階であり、カンボジアでは内戦後の支援が一気に進んだ経緯からかルワン

ダ程には顕著な必要性を感じなかった。 

 我が国は水道技術の規格や設計指針の運用等の側面で豊富な経験を有しているため、

このような活動を支援することができる。ただし、我が国では浸透していない高分子

凝集剤のような技術についても真摯にその有効性を評価することが必要であり、この

点は注意が必要である。 

 水道の経営基盤の確立と、そのための投資負担までを考慮した水道料金の設定が水道

の自律的な発展のために必要である。ルワンダ側も必要性は認識しており、会計の独

立等必要なステップを着実に進めている。ただし、料金水準はまだまだ不十分であり、

自律的な経営のためのノウハウの習得にも支援が必要な段階と考える。この点はアジ

ア諸国でも同様の課題をかかえており、腰を据えた協力が必要である。 

 顧客対応については、住民との関係構築、今回視察した範囲ではよく取り組まれてい

る印象であり、アジアとくらべても遜色ない水準であった。 

 水道人材の層の厚みをましていくための継続的な人材育成は重要である。この点は現

地側もよく認識しており、現在着手されている人材育成の取組は継続して進めるべき

である。少なくともルワンダではアジアでの協力の経験は有効に展開できる印象で、

より積極的な支援が望まれる。 

 水道以外の分野との関係構築等の側面では、SDGs の視点が加わったことで、医療分

野との連携すなわちユニバーサルヘルスカバレージの取り組みの必要性がさらに高ま

ったとの指摘があった。また、他国との連携の側面では、ルワンダがアフリカにおけ

る支援のハブとして注目を浴びつつあるなか、各国のデマケがしっかりとできている

点等、ルワンダでの活動で学べるノウハウが多いと感じられた。 
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表 5.2 重点施策の視点からみた各国・地域の現状 

 

項目 注目する点 ルワンダ及びアフリカ地域における現状 
アジア地域での経験・現状、ラオス・カンボジアでのフ

ァインディング  
考察 

無収水対

策 ( 都市

水道) 

給配水施設の管理の重要性をど

こまで理解しているかは、無収水対

策を正しく把握しているかで評価

できる。 

配管施工技術の未熟さを補うた

め、十分に教育された常駐管理員制

度の採用、工事施工管理・請負業者

技能工の研修制度が必要である。

(H18 年調査) 

(ルワンダの状況) 
ルワンダの NRW は 2005 年頃には 70%程度あったが

24)、WASAC によると最新の状況では都市水道において悪

いエリアで 35%程度とのことである(ただし実態として地

域によってはより低い場所もある)。これを 25%以下に下

げることを目標として、2016 年から 2019 年にかけて、

JICA による技術協力「キガリ市無収水対策強化プロジェ

クト」が実施されている。このほか、オランダ政府と民間

セクターが出資する SusWAS が無修水対策を含む活動を

行っている26)。 

JSR レビューによると、ルワンダにおいては NWSP の

中で無収水対策が取り上げられており、都市給水の運営の

効率化という視点で対応をとることが示されている。具体

的には、2017/2018 年度に 22 箇所に減圧弁の導入、5,000
箇所のメーターの交換を行うことで NRW を 36%から

33%に改善することを計画している27)。ただし、今回実施

した現地調査の結果からみて、漏水量が多い根本的な原因

は援助に依存しているが故の戦略性を欠く投資にその根

本があり、その結果として、既存施設の維持が後手に回っ

ていること、プロジェクトごとの設計思想がバラバラなこ

と、技術資産が蓄積されないこと、等の悪影響がでている

と考えられる。 

 

(アフリカ全般の状況) 
ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア等にお

いて日本の支援により技術協力が行われており、ガイドラ

インの整備、工事監理能力の向上、研修の実施による協力

がなされてきた。また、無償資金協力と専門家派遣を組み

合わせた協力も行われている。これらの事業の計画におい

ては、アジアをはじめとする他事例からの教訓を生かし、

上層部への働きかけやカウンターパートの巻き込みに力

を入れることで効率や効果の持続性を高める工夫がされ

ている。 

 

(ラオスの状況) 
以前は漏水率の把握そのものも大雑把に見積もってい

ただけであったが、ここ数年の技術協力等の成果で多くの

公社の NRW が 25%程度であることが把握されつつあり、

管路管理を含む改善が行われるようになってきた。ただ、

1970 年代までに開始されたビエンチャン、ルアンパバン、

パクセ、サバナケットの 4 箇所以外の水道は比較的新し

く、積極的に漏水管理を実施する必要性に迫られていな

い。 

 

(カンボジアの状況) 
公営水道では、配水量と検針水量の差分として NRW を算

出している。流量計が充分でない事業体では配水ポンプの

運転時間から配水量を推計している。 

無収水対策も事業体により差はあるものの、近年老朽管の

布設替や漏水調査等を実施しており、最近の無収水率は概

ね 15%程度と以前より改善している。 

 

(全般的な状況) 
これまで、我が国の専門家が海外の多くの水道事業体に

向けて NRW 削減策の重要性を訴えてきた結果もあり、そ

の重要性の認識は広がりつつあり、NRW 削減のための一

連の施策は積極的に実施され効果をあげている。また、

NRW を削減するための支援も体系的に推進されるように

なってきている。 

日本の協力を得ていない国において、無収水対策の本質

が配水圧や管路、給水装置の総合的な管理にあること理解

せずに、表層的な理解のもとで DMA の導入だけを進める

ような場合があり、データ精度の確保等、取り組むべき課

題も明確になりつつある。 

地域に関わらず、共通で取り組むべき課題を踏まえた上

で、対象地域特有の状況に対応する形で協力を行っていく

必要がある。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
アジア、アフリカともに多くの国で NRW 削減に対する

協力が行われている。NRW 削減のための技術協力プロジ

ェクトは、ケニアにて 2010 年、ナイジェリアにて 2014
年、南アフリカにて 2017 年から始まる等、アフリカのほ

うがアジアに比べ援助の歴史が浅い。ケニアについては

2010 年の案件の後継となる案件が 2016 年に始まってい

る。アフリカ各国の案件の効果や継続性について今後注視

する必要がある。 

 

                                                  
24)本邦研修に参加した研修員による 
25)ルワンダ共和国 都市給水に係る基礎情報収集・確認調査 2017 年 JICA オランダ政府が 60%、民間セクターが 40%出資する PPP 方式によるプロジェクトである SusWAS がも、キガリ市内の Kanombe 及

び Remera 支店を対象に無修水対策も含めた活動を行っている 
27) Joint Sector Review Report 2017/2018 
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項目 注目する点 ルワンダ及びアフリカ地域における現状 
アジア地域での経験・現状、ラオス・カンボジアでのフ

ァインディング  
考察 

水質管理

( 都市水

道) 

 近代的水道システムを有する大

都市であっても管末端での残留塩

素が検出されない都市が多数ある。 

水質モニタリング、薬品の供給、

各国実情に応じた水質基準策定な

どの施策を引き続き推進する必要

がある。 

(ルワンダの状況) 
WHO のガイドラインに沿った水質基準にもとづいて、

WASAC等の大きな水道事業体が検査設備及び体制を用意

して地方を含む全国をカバーしている。管路末端の水質は

週に 2 回チェックし、濁度、pH、残塩を確認する。村落給

水についてもプライベートコンストラクタをモニタリン

グできるようにしていく方向で、JICA による資材の協力

が行われている。 

また、レポートは独立のモニタリング機関である RURA
に送られ、国の水道整備計画において参考にされている。

WASAC が有する中央検査室では 13 名の職員が在籍、

現場で実施困難な項目を中心に毎月 10 件程度の水質検査

を行っており、約 50 の水質項目を検査することが可能と

のこと(2016 年 11 月時点)28)。 

(ラオスの状況) 
水質のモニタリングは 10 年前から JICA のボラアンテ

ィアが教えた知識を起点にはじまった。現在では JICA 技

プロを通じて水質管理の大切さについての認識が共有さ

れ配水管網における水質確認が全国へ普及しつつある。 

水質基準は保健省の管轄で、定期的に検査しているのは

23 項目。水安全計画の策定はまだまだ途上だが推進され

ている。水質基準策定も平行して推進されている。 

 

(カンボジアの状況) 
公営水道では、事業体毎に水質試験担当者がおり水質管

理に取り組んでいる。ラボがない、または飲料水水質基準

25 項目すべてを試験できない場合は外部に試験を委託し

ている。 

(全般的な状況) 
安全な水の供給は水道の目的の中でも最も重視される

事項であり、水質の管理向上については積極的に支援され

てきた。一方で、国によっては水道の根拠法や水質基準の

整備等、政策レベルでの支援が必要なケースも見られる。

水安全計画、水質管理のキャパシティ・ビルディングのほ

か、薬品の安定供給、地域特性を踏まえた水質基準の策定

等も対応が必要である。 

 

(アジアとアフリカの比較)  

アジアにおいては、日本の援助により水質に対する取り

組みが徐々に進んでいる。 

アフリカにおいては、MDGs から SDGs へ変わるなか

で水質の重要性に対する認識が高まり、対応方針について

検討が進みつつあるものの、開発に比べ予算の優先度が低

く、実際に取り組みに繋がるところまでには至っていない

ところがほとんどである。 

村落給水 都市給水だけでなく、村落給水の

改善も推進していく必要がある。水

質モニタリング体制整備のほか、住

民参加、NGO との連携等を推進す

る必要がある。 

(ルワンダの状況) 
ルワンダでは水道事業においても地方分権化を進めて

おり、村落給水は地方政府(District)の責任となっている。

一方で、地方政府は水道事業の実務能力を有しないため、

プライベートカンパニーに O&M を委託している。これら

はもともと地方の組合組織であったものが成長してきた

ものであるが、まだまだ実務全般を取り仕切るには能力不

足と認識されている。そこで、WASAC の地方給水局を中

心として、技術支援、ガイドラインの作成、人材育成等に

取り組んでいるものの、その取組は途上である。このよう

な事情を踏まえ、我が国は地方給水施設運営維持管理強化

を目的とした技術協力プロジェクトが実施中である。 

 

(アフリカ全般の状況) 
アフリカのその他の国においても、ケニア、マラウイ、

ザンビア、モザンビーク等、多くの国で村落給水に対する

無償、技術協力プロジェクトを実施しており、更に青年海

外協力隊による「水の防衛隊」を派遣も行い、行政・コミ

ュニティレベルでの能力強化に取り組んでいる。 

一方、アフリカでは地方分権が進む一方で予算配分が不

十分かつ人材不足が顕著であり、JICA 案件においても、

事業の実施効果の継続性・持続性という観点で困難が見ら

れることが多い。 

(ラオスの状況) 
 ラオスでは保健省(MOH)が村落給水を管轄しており、村

落部における給水及び衛生施設の普及について役割を担

っている。村落給水に対し、13 項目の水質管理項目を適用

しており、建設時に水質検査を行い、その後の検査頻度は

項目により異なる。 

 給水施設の施工管理までは MOH の管轄であるが、その

後は村により運転管理が任されるものの、管理が不十分で

あることが課題。 

 村落給水への支援は我が国以外の外国のドナーの活動

がみられる。一例として、フランスの国際 NGO により村

落部における上水道 PPP 事業の普及促進のためのプロジ

ェクトが実施されている29)。 

 

(カンボジアの状況) 

カンボジアでは農村開発庁が村落給水を管轄している。

給水施設の維持管理は、コミュニティにより形成される

WSUG(Water and Sanitation Users Group)により維持管

理が行われているが、WSUG が機能していない村落が多

くみられる。住民から徴収される維持管理基金が安定的に

積み立てられていないことが指摘されており、その要因と

して、住民の所得が低いこと、財務管理能力が不十分、施

設の維持管理、更新費等に関する理解不足、ガイドライン

(全般的な状況) 
井戸建設や小規模水道整備、水管理の体制構築等はJICA

事業を中心に実施されてきている。村落部の給水改善は都

市給水よりも社会的な問題解決の側面が強い。村落地域に

おける水質問題は住民参加型アプローチの徹底が必要で

ある。コミュニティ主導型開発 CDD、demand-driven 型

管理モデルの有効性が認められている。(H23 総括) 
アジアでは、水道分野の国際協力としてはこれまで水道

整備のニーズに対応する視点で活動が行われてきたが、次

のステップとして、水道の給水区域外まで視野にいれ、こ

れまで別個に進められる傾向が強かった、村落給水をはじ

めとした衛生環境向上までを視野にいれた戦略の検討が

必要である。 

アフリカにおいては、逆に、これまでは村落給水の取組

が多かったところ、都市給水への支援の重要性が高まって

きている現状を踏まえ、今までに得られた教訓と草の根的

な活動を通じて得られた知見を活かして今後の取組を検

討していく必要がある。 

 

 

(アジアとアフリカの比較) 
 前述のとおり、村落給水については都市給水に比べアフ

リカにおける取組が進んでいるものの、村落給水に対する

                                                  
28) ルワンダ共和国 都市給水に係る基礎情報収集・確認調査 2017 年 JICA 
29) ラオス 上水道セクター情報収集・確認調査 2016 年 JICA 
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項目 注目する点 ルワンダ及びアフリカ地域における現状 
アジア地域での経験・現状、ラオス・カンボジアでのフ

ァインディング  
考察 

JICA によるアフリカ村落給水の教訓ハンドブックにこ

れまでの知見がまとめられている。また、アフリカにおけ

る村落給水は、施設建設、維持管理体制、行政の強化等多

様な協力に取り組んでいる。(H28 報告書) 

整備が不十分であること等が挙げられている。住民にとっ

て簡易で透明性のある基金の管理方法を確立する必要性

について指摘されている。その他、サプライチェーンが不

十分であること、住民のオーナーシップが低いこと等も問

題として挙げられている30)。 

予算の優先度が低く、援助の効果の波及という点がアジア

と同様に、大きな課題となっている。 

 

無機性 

地下水 

汚染対策 

ヒ素を中心に、水質調査による状

況把握、住民への衛生教育、除去装

置の開発等を推進していく必要が

ある。 

なお、ヒ素、フッ素汚染世界マッ

プは、Eawag というスイスの研究

機関が公表している31)(下図参照)。 

(ルワンダの状況) 
井戸水源については、計画・建設時における水質検査を

行うものの、建設以降は定期的な水質調査が行われていな

い。ルワンダ国内で地域によって地下水のフッ素濃度が高

いことが確認されているほか、一部にヒ素や水銀による汚

染のリスクがあるとの説明であった。 

NWSP の中で地方給水施設の水質問題として、建設後の

井戸や管路の破損、水源の汚染の問題が大部分を占めてい

る旨指摘されており、今後、WASAC が保健省や RURA と

協力し、水安全計画を含め、地方給水の水質管理に関する

コンセプト、ガイドラインを作成する方針が示されるな

ど、地下水汚染に対する問題意識を持っている。 

WASAC のコメントとして、地下水の水量及び水質の問

題に対する知見が不十分で、どうマネジメントするか、ど

う開発するか、水質がどうなるか、そういったことの調査

研究がなされると大変ありがたい、日本の技術に期待して

いるとのことであった。 

(ラオスの状況) 
 MOH が管轄する村落給水については建設時にヒ素、フ

ッ素を含む 13 項目の水質検査を行う。建設以降は項目に

よって検査の頻度が異なる。地下水においてヒ素汚染が確

認されているところがいくつかあり、水源を地下水から表

流水に変更されている。 

 都市給水においては、現時点でヒ素等の問題はあまり意

識されていないが、これは、水道普及率を向上させること

が優先されており、水質管理はまだ十分な体制が整ってい

ないためとの意見がある32)。 

 

(カンボジアの状況) 
カンボジアにおいては地下水取水におけるヒ素のリ

スクは認識されている。ユニセフの調査によると、ヒ素

のリスクの高いエリアはメコン川、バサック川、トンレ

川の主要河川沿いに分布している33)。 

 

(全般的な状況) 
ヒ素の問題への取組みは積極的に行われてきた。途上国

でも有効な処理技術は確立しているが、人口増加、需要増

加の中で、住民の意識に依存して対策を維持し続けること

の難しさに直面している。 

政府、NGO、研究機関等による汚染分布の情報把握、対策

設備の導入、住民理解のための継続的な取組み等が行われ

ている。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
 ヒ素の問題が最初にクローズアップされたのはバング

ラデシュであり、アジア全般において同等の問題が発生し

うることが理解されている。 

一方、アフリカでは大きな問題として認識されていない

が、問題がないというよりは情報不足という側面も大き

い。下図に示したヒ素汚染マップからもわかる通りアフリ

カ地域においてもヒ素が検出されており、アジア同様にヒ

素に対するリスクが存在する。 

井戸建設の際には必ず水質検査を行い、水質基準を上回

る濃度で検出された場合にはアジアでの事例も参考に対

策を提案していく必要がある。 
  

                                                  
30) カンボジア国 上水道セクター情報収集・確認調査 2010 年 JICA 
31) カンボジア国 上水道セクター情報収集・確認調査 2010 年 JICA 
32) ラオス 上水道セクター情報収集・確認調査 2016 年 JICA 
33) ユニセフホームページ https://www.unicef.org/cambodia/As_Mitigation_in_Cambodia_2009.pdf 
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ヒ素、フッ素汚染世界マップ 

人材の育

成 

水道技術を理解した技術人材の

育成が必要である。安全な水供給の

ためには浄水技術を理解した職員

の育成、特に全工程を有機的に管理

する責任を持つ場長クラスの人材

育成が重要。 

また、工事監理の向上、工事評価

制度の導入、業者に対する研修の実

施等を通じて施工業者の技術力向

上を図る必要がある。 

(ルワンダの状況) 
ルワンダにおいては無収水削減、地方給水に関する技術

協力と定期的に本邦研修への参加者がおり、これらを通じ

た協力が行われてきている。 

また、NWSP の中で、特に District レベルにおける能力

強化ニーズについて記述があり、アセスメント実施の必要

性や、WASAC 地方給水局の District への技術サポートの

重要性について記述がある。2017/2018 のジョイントセク

ターレビューにおいても、2017/2018 年の優先取組事項と

して、民間を含む地方給水事業体を対象にしたトレーニン

グセンターの設立及びトレーニングツールの開発を挙げ

ており、人材育成に対する取り組みが進められている。 

 

(アフリカ全体の状況) 
アフリカ地域全体として、今後の人口増加及び都市への

人口集中が加速することが予測されていることから、都市

給水運営能力の向上が今後ますます重要になる。 

技術協力及び本邦研修によって井戸修繕(井戸建設の工

事監理も含む)、無収水対策に関する技術移転が試みられて

きた。また、浄水場の整備・拡張に関する資金協力案件と

連動したソフトコンポーネント34) による人材育成も活用

されている。 

(ラオスの状況) 
公共事業運輸省によると、事戦略や制度整備を ADB の

元で進めているとの説明であるが、実態を伴っておらず、

適切な人材の選抜・育成が実施されているとまではいえな

い。 

(水道公社)人材育成の柱は OJT であるが、ビエンチャン

水道公社のチナイモ浄水場にトレセンがあり、全国水道公

社に対し研修を実施している。2008 年から地方を含めて

新規採用された人がここで研修を受ける制度が始まった。

また、我が国の技プロでも人材育成にフォーカスした支援

を行っている。 

 

(カンボジアの状況) 
 

2003 年以降、JICA 水道事業人材育成プロジェクトにより

継続的な支援が行われている。 

●フェーズ 1：2003‐2006 年 

 プノンペン水道公社の水質管理及び給水能力向上 

●フェーズ 2：2007‐2012 年 

地方 8 都市公営水道局の水質管理及び給水能力向上 

●フェーズ 3：2012‐2018 年 

 地方 8 都市公営水道局の経営管理能力向上 

 

(全般的な状況) 
以前は日本以外のドナーは技術人材育成に対する投資

が少なく、日本の技術協力に期待が集まった経緯がある。

人材育成への取組みは技術協力事業を中心に浄水場運営、

維持管理等をテーマとして積極的に推進されている。  

相手国の教育レベルや水道レベル等にあわせて、総合的

な技術人材の育成のための本邦研修やトレーニングセン

ター等の支援活動が実施されており、これまでの地道な取

組みが効果を上げるようになってきている。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
アジアにおいては研修センターの設立と研修が行われ

ている。特に、タイのトレーニングセンターが、東南アジ

ア各国における水道人材育成の中心となるなど、人材育成

の成果が二次的に波及する例も見られる(H26 調査)ほか、

プノンペン水道公社の職員が他国に出張して講師をする

ような例もある。 

一方、アフリカでも、スーダンの技プロでカウンターパ

ートをモロッコで研修したり、ブルキナファソのカウンタ

ーパートをベナンで研修したりするなどの実績があるが、

今のところ、アジアほどの広がりをみせるには至っていな

い。今後、既存の施設の利用を前提としながら限られたリ

ソースで実施可能な人材育成の方向を模索していく必要

がある中、アジアでの研修にアフリカからの参加者を送る

                                                  
34)無償資金協力において供与された施設、設備等を現地のリソースのみで適切に運用・活用できるようにするため、相手国の運営能力や維持管理能力の向上を目的に行われる技術支援。施設の建設期間や機材調達完

了時までに完了する必要がある。 
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等、南南協力の可能性も検討の余地がある。過去に南スー

ダンの技プロのカウンターパートがプノンペンでの研修

に参加した例もあり、このような交流は、研修を受ける側

だけでなく研修を行う側にもよい印象をもたらすと報告

されている。 

経営改善 水道の維持のためには独立採算

制が望ましい。そのためには、コス

トを明確にするための記録や会計

の徹底、公正で公平な料金制度、適

切な料金徴収等が必要である。(H26
調査) 

(ルワンダの状況) 
現時点で水道料金は OM コストのみカバーしており、

MININFRA が定められた算式にもとづいて料金水準を決

定している。給与、薬品、OM フィー、電気代、物流費用、

その他 VAT も加算されるが、CAPECS(資産コスト)は今の

ところ計上できておらず、建設投資は公的資金に依存して

いる。 

料金の改訂については購買力や財務状況、等を考慮して

交渉することになっている。WASAC は独立採算制を基本

とし、会計の独立についても実現しているが、現状ではル

ワンダ政府から支援を受けており、その支援は

MININFRA を通してではなく Ministry of Finance and 
Economic Planning から予算を受け取っている35)。 

このように、料金制度の制約のなかで工夫をしている

が、水道料金から設備投資の資金を回収できないなかでの

普及促進は基本的に援助頼みであり、資金不足が制約とな

って維持のための投資が難しいという壁に直面している。

一方、NWSP の中では独立採算へ向けた適切な水道料金

の設定及び効率的な運営を行うことを政策の一つとして

記載している。特に地方給水に関しては料金設定のための

ガイドラインを WASAC が今後作成するとの記載がある。

(ラオスの状況) 
 ラオスでは水道料金の改定は県政府議会で討議の上県

知事が承認することとなっており（首都ビエンチャンは首

相府）水道公社に水道料金の設定権はない。また料金値上

げの上限が設定されている。 

各公社は水道会計をもちそれぞれに会計システムを運

用して管理しているが、水道料金は設備投資の資金をカバ

ーする水準ではない。ただし、政府は料金を上昇させ、管

路更新を含む施設整備の費用を捻出していく方向である。 

 

(カンボジアの状況) 
 

2012 年以降、地方 8 都市の公営水道局を対象とした

JICA水道事業人材育成プロジェクトフェーズ3において、

収支の透明化や経営改善のための課題の明確化とその対

策等を支援している。統一会計システムや KPI の導入、ベ

ンチマーキングといった取り組みが進められている。2015
年決算以降、全都市において減価償却後の単年度黒字化を

達成した。 

 

 

(全般的な状況) 
経営管理人材の育成のためのハンドブックが JICA より

提供されたところであり、活用されている。「途上国の年

水道セクター及び水道事業体に対するキャパシティアセ

スメントのためのハンドブック(H22 JICA)」が提供されて

いる。また、ガバナンス、人事システム、財政基盤を 3 つ

の側面として水道事業の経営環境を整理分析する視点に

ついて検討を行っている。(H26 報告書) 
世界的に、建設資金まで含めた本当の意味でのフルコス

トリカバリを実現するのは容易ではないとの認識がある。

基本的人権であるから水道料金は低く抑制する考え方も

根強い。しかし、水道施設の整備、維持管理に必要な資金

を公的資金が十分に供給している例もまた皆無であり、料

金を安価に抑制された水道はその多くが充分なサービス

を提供できない状況になっている。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
投資コストを含まない低い水道料金を根本原因とした、

投資不足により品質管理ができない水道の問題は、アジ

ア、アフリカに共通の問題であるが、カンボジアでの民営

水道のライセンス制度の導入など、一部に解決にむけて動

き出した事例が見られる。改善に成功した事例を地域を問

わず水平展開することが求められる。 

 

維持管理 

(O&M)
の向上 

 維持管理の重要性が見過ごされ

るケースがある。途上国の自助努力

の限界を踏まえ、一歩踏み込んだ支

援を行う必要性がある。 

 

(ルワンダの状況) 
水道施設の維持管理体制はまだまだ構築の途上にある

が、現地を確認すると水道への投資が一貫していないこと

にその原因があるように観察される。浄水場には複数の異

なる処理システムが併存し、管路に使用されている資機材

は全く統一性がないなど、採用されている技術に一貫性が

感じられない。このような状況では「維持管理のために確

立すべき技術」が複雑になりすぎるため、情報の管理や人

材育成の足を強く引っ張ることになる。 

現在 Web 情報管理システム(WASH MIS)の改善によ

り、アセットマネジメント、料金の設定等、効率的な維持

管理を行うことを目指しているが、このような現状を放置

したままでは効果を発揮するのは難しい。 

(ラオスの状況) 
設備記録や設計図の整理が不十分で、工事記録や履歴の

記録はまだ十分ではない。このような状況を全国で改善す

るための取組みが JICA 技プロにより推進された。ただし、

ほとんどの水道が過去 20 年くらいの間に整備がはじまっ

たため、老朽管はあまりない。一方、既に機能不全に陥っ

ている管路は散見される。 

 

(カンボジアの状況) 
公営水道においては、JICA による人材育成プロジェクト

により O&M の向上に向けた取組みが実施され、近年では

施設の運転・点検記録、工事記録、漏水調査結果等が整理

されるようになっている。 

(全般的な状況) 
JICA の技術協力プロジェクトで維持管理面を強化する

ための取組みが行われている。それらの取組みが効果を上

げる事例がでてきているが、技術管理と記録管理を伴う体

系的な維持管理はまだ一般的ではない。ただし、記録管理

を徹底することで自律的な改善が進むことがラオスの事

例で示されている。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
識字率を指標とした場合、ラオス(79.9%)、カンボジア

(77.2%)、ルワンダ(70.5%)の順となり36) 、ラオスの事例を

教訓にルワンダ及びアフリカ諸国に記録管理の徹底を普

及することは可能と考えられる。 
                                                  
35) ルワンダ共和国 都市給水に係る基礎情報収集・確認調査 2017 年 JICA 
36)UNDP, Human Development Reports 2016 より http://hdr.undp.org/en/2016-report 
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年単位での長期的な技術協力を通じて維持管理の重要性

を浸透させていく必要がある。 

住民との

関係構築 

水道事業者による住民との関係

構築は重要であり、そのなかで我が

国の支援についても言及されるよ

うな状況を作っていく必要がある。 

(ルワンダの状況) 
顧客むけの広報としてはコールセンターのほか、テレ

ビ、ラジオ、SNS 等で広報が行われている。 

 

(アフリカ全体の状況) 
 マラウイでは村落を対象とした JICA の技術協力におい

て、コミュニティラジオを用いて井戸施設の運営維持管理

や、水と衛生の啓発活動を行い、そのマニュアルも整備さ

れている。 

(ラオスの状況) 
一部公社に限られるが、料金の情報等を記載したレター

を出す。その他水道教室、顧客アンケート調査等。コール

センターが苦情等を受け付け、その情報の収集対応を行な

っている。 

 

(カンボジアの状況) 
 プノンペンやシェムリアップでは、料金請求書の空きス

ペースを活用して水道の PR に努めている。 

 幾つかの公営水道では、料金支払い所に料金体系の説明

ボードを設置する等の取組みも見受けられる。 

 

 

(全般的な状況) 
国内の水道受益者に対する広報のスタンスとしては、

「国際協力」、「水道事業体側の利益」の二つの視点が必

要になる。地域ごとの国際協力に対する理解の進度を計り

ながら効果的な広報の方法を検討していく必要がある。 

 

(アジアとアフリカの比較) 
 アジア、アフリカ共に、一部地域において、その地域で

可能な手段を用いた広報を行っている。 

日本の支援というアピールについては、技術協力事業を実

施している間は日本のプレゼンスを示しつつ進めていく

ものの、事業実施後の継続的な取り組みについては、水の

防衛隊の派遣等も含め、工夫が必要である。 

 

他国との

関係構築 

日本の協力が主に援助の相手国

においてどのように知られ、受け止

められているのかを把握する必要

がある。(H27 調査) 
JICA 全体としての広報活動は積

極的かつ網羅的に行われており、水

道分野も特集されている。 

 

(ルワンダの状況) 
ルワンダはアフリカの中でも活動がしやすい国であり、

援助先としても有望なため、支援機関間で競争の側面もあ

る。また、2016 年の 9 月に SDG センターができて今年度

は高等教育から活動を開始したところで、アフリカ全体を

管轄している。アフリカでの活動を考えるのであればぜひ

活用してほしい。 

我が国の活動については水分野に限定しないアフリカ

に対する国際協力の発信は TICAD やアフリカンフェステ

ィバル等を契機として行われている。 

(ラオスの状況) 
規模は小さいものの様々な国、国際機関の支援でプロジェ

クトを実施している。 

 

(カンボジアの状況) 
 プノンペン水道公社は、国際ドナー機関の協力を得て他

国への技術協力に取り組んでいる。 

 

(全般的な状況) 
技術協力の対象者からは実効性の高い日本の協力に対

する感謝の声があるが、利用者からの評価は不明な場合が

ほとんどである。 

国際社会における評価、相手国における評価、日本国内

における ODA 事業への評価の 3 つの視点から、国際協力

の広報のあり方について検討を行い、基本的な構造と施策

について提言が行われたところである。(H27 報告書) 
水道整備による直接的効果だけではなく、乳幼児死亡率

の低下などの保健・公衆衛生における波及効果に対する理

解を促した上で、事業の効果を計測する方法と定量評価の

ための新たな支援について検討していく必要がある。 

国際会議、セミナー、フォーラム等の場を活用した活動

で認知度を高め、更に自国の機関が自らホストとなる国際

会議を開く等、効果のより大きい活動につなげるべきであ

る。 

 

(アジアとアフリカの比較)  

アジア地域においては、これまで我が国の地方自治体も

参画する息の長い活動が行われており、技術協力の対象者

との信頼関係が構築されている例がいくつか見られる。 

一方でアフリカについては、これまで長く行われてきた

村落給水への援助が少なくなり、継続性という観点から難

しい状況が見られる。今後都市給水分野への支援が進む中

で、継続的な支援、関係構築が望まれる。 
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３）ウ：関係構築が不十分な地域への展開 

 

ここまで個別の項目ごとにルワンダの事情とラオス、カンボジアの事情を比較しながら

整理してきたが、差異はあるものの優劣といえるような違いはなく、アフリカだからと身

構えるような違いは見られなかった。 

委員の指摘からあえて地域性を論じるとすれば、①自然条件の違い(アフリカの方が縦に

長い大陸なので自然条件の多様性が大きく、乾燥地、半乾燥地も含まれる。基盤岩地域で

一般に地下水開発はアジアよりは深かったり揚水可能量が少なかったりする)、②社会条件

の違い(経済成長の違い、人口密度の違い)、③ヨーロッパの影響力の違い(欧州水メジャー

の影響力がアフリカではアジアよりも強い)、④日本との関係構築の歴史の違い、⑤日本か

らの距離(往来はコスト高)、言語(フランス語圏やポルトガル語圏もある)などの違いには意

識すべき点がある。 

しかし一方で、水道分野での実務的な課題と解決策の側面では、アフリカとアジアでは

抱えている課題に本質的な違いはない。故に、我が国のアジアでの経験が活用できる分野

も多く、まだまだ展開の余地は大きい。 
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第6章 今後取り組むべき活動についての提言 
 

ここまでに整理してきた情報を総括し、ア、イ、ウのそれぞれの項目において整理した

うえで、今後の課題について抽出する。 

 

１）ア：SDGs のインジケータを意識した各国事情の把握 

 

我が国はこれまでもデータを重視した支援先の選定を行ってきたが、SDGs という「物

差し」ができたことで、今後はその重要性への認識がよりいっそう高まるものと考えられ

る。各国の事情を把握するためのデータ収集はまだまだ課題が多いと認識され、情報の収

集と活用のために行うべき今後の取組として以下のような活動があげられる。 

 

 SDGs と我が国の国際協力の関連性をより明確にするため、ベースライン調査やエン

ドライン調査を行い、データの精度を高める。さらに、情報の収集や共有、適切な更

新等に積極的に関与していく。 

 SDGs の紹介を通じて、我が国の水道分野の国際協力について、事業にかかわる人た

ちだけでなく、一般の人たちの理解を深められるようにする。ウェブサイトなどを利

用して、学校教育等の場で使用することも念頭に、専門家以外にもわかりやすく整理

した情報の作成と提供を行い、その中で我が国の活動を紹介する。各国のモニタリン

グの状況については、データだけでなく、JMP による議論の経緯、最新の調査状況や

情報の確からしさを含めて共有されることが望ましい。また、これらの情報は定期的

に最新情報にアップデートされる必要がある。 

 SDGs のインジケータ、特に目標 6.1 は基本的には水や衛生状態の住民の立場でみた

「結果」を示す数値である。その改善のためには、各国の水供給や衛生確保の状況を

表現するための目標 6.4、6.5、6.a 等の状況を把握し、これとの関連性を分析すること

で、ニーズとシーズのマッチングに活用することが重要である。また、2014 年の国際

協力調査では、ガバナンス、人事システム、財政基盤、の 3 つの側面から各国事情を

比較する方法を検討したが、これを発展させて SDGs の各インジケータとの関係性を

分析することも考えられる。 

 

 上記は特に SDG 目標 6.1 に関するところであるが、一方で SDGs では他の目標、分野

との連携が重要視されている。 

水分野については、貧困削減に関する目標１については「基礎的なサービスへのアクセ

ス」に水道が含まれ、SDG1-4 が水道と関連づけできる。また、公衆衛生に関連する目標 3

のほか、アフリカの村落・都市周辺部では、水汲みの問題があり、教育に関する目標 4、ジ

ェンダーに関する目標 5 とも関連するといわれている。 

気候変動に関する目標 13 についても、水の確保の重要性という観点から大きくかかわっ

てくる。このように、他分野との連携、貢献という観点からも水分野への支援の重要性を
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意識しつつ、協力の方向性を検討することが必要となってくる。 

 

２）イ：水道・衛生分野におけるニーズ及び活動状況の評価 

 

水道分野の国際協力の実施状況についてルワンダの状況を調査した結果、都市給水にお

ける無収水対策や村落給水の支援、人材育成など、必要性の高い個別分野の国際協力活動

についてすでに着手されていることを確認した。 

一方で、そのような現場での課題が発生するより根本的な原因である、水道施設の建設

維持コストを料金で回収する経営思想や、国の事情に応じて適用する技術を整理する技術

的思想の確立等の側面で支援を着手できる段階に来ていると考えられる。 

我が国の水道の歴史的を踏まえれば、ルワンダの状況を改善するためにどのような取組

が必要であるのかについて、経験に基づいた支援が可能である。一方で、我が国であまり

普及しなかった技術や思想については我が国にはノウハウの蓄積がないという深刻な問題

に向き合わないと、アフリカをはじめとした海外の技術ニーズに対応することは難しい。 

本政府の政策としてのインフラ輸出、日本の民間企業の進出支援を推進するために、世

界の水道技術の実情をよく調査し、我が国で一般的ではない水道技術についても広く世界

に学ぶことがより重要になると考えられる。 

 

３）ウ：関係構築が不十分な地域への展開 

 

ア、イの項目でも触れたとおり、アジアにおける国際協力とアフリカにおけるそれとの

間にどのような違いがあるのか、という視点でルワンダの事情を俯瞰的に観察したが、全

般に、アフリカだからと身構えるような違いは見られなかった。 

特に、ルワンダでは、政府関係者の能力や意欲は非常に前向きな雰囲気を感じさせるも

のであり、課題そのものは多いもののプロジェクトを進捗させやすいというのが、現地で

活動する専門家やコンサルタントの意見であった。 

また、水道分野の取組は SDG6 の問題と認識されがちであるが、水の問題は他のテーマ

の課題に取り組む上でも役割を果たすことができる点も重要である。この点で、UHC は分

野を超えた協調の起点であり、より積極的に検討を進めていくべきである。 

昨年度調査では、限られた支援リソースを水道界としてアフリカにもっと振り向けるべ

きかについて、昨年調査時には意見が分かれたところであるが、政府の姿勢も考えれば、

アフリカへの支援が我が国の国際協力において重要である点は疑いの余地はない。 

国別や地域別に見れば人口密度の問題や水資源不足の問題も見られ、アフリカ全般の事

情を把握するためにはもっと幅広い情報の収集が必要であろう。 

ルワンダはアフリカの中でも特殊で、他国の現状はもっと困難を伴うとのコメントもよ

せられているが、同時に、ルワンダはアフリカでの活動の起点となれる国であり、水道事

業体や水道関連企業においても、このような国でアフリカでのプロジェクトの経験を積ん

だうえで心理的なハードルを下げ、アジアで培った経験を活かした支援を検討してもらう

ことが有効と考える。 



 
 

 
70

 

４）総括 

 

今回調査の視点であった、ア、イ、ウの各項目を俯瞰すると、今後、水道分野の国際協力

をさらに推進していくためには、まず、世界の水道事情について状況把握と現状理解を深

め、これを広く知らせることが重要であると総括できる。 

具体的には、SDG というインジケータを物差しとして有効に活用し、各地域の水衛生事

情のみならず SDGS6 以外の分野の状況なども併せて整理したうえで、2014 年の国際協力

調査で提案した方法を各国の事業環境、世界で使用されている水衛生技術の実情等に関す

る調査を行い、2015 年の国際協力調査の検討結果を適用して効果的に広報を行う。あわせ

て、水道事業体等による国際協力の成果や本邦企業による海外進出支援等の PR を行うこ

とも重要であろう。これらによって、最終的には、従前より問題になっている、海外に参

加してくれる人材の確保育成にも資することができる。 

更に、得られた情報や人材育成を通じ、技術的な課題だけでなく、ガバナンス等の上流

の課題についても着目しつつ、各国の水セクターにおける持続可能性についての取り組み

を進めていくことも検討すべきである。 

 

 

以上 

 


